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平成21年12月７日（月曜日）

午前10時６分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号）

○議案第２号 宮崎県農業改良資金特別会計補

正予算（第１号）

○議案第６号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第11号 損害賠償の額の決定について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・宮崎県産業廃棄物税条例の施行後の状況と今

後の方針等について

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・農家民宿について

・戸別所得補償制度に関するモデル対策につい

て

・県有種雄牛凍結精液の新たな需給管理体制に

ついて

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 外 山 三 博

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

委 員 河 野 哲 也

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

豊 島 美 敏
環境森林部次長
（ 総 括 ）

黒 木 由 典
環境森林部次長
（ 技 術 担 当 ）

飯 田 博 美
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 水 垂 信 一

堤 義 則
部 参 事 兼
環 境 管 理 課 長

環境対策推進課長 大 坪 篤 史

自 然 環 境 課 長 河 野 憲 二

森 林 整 備 課 長 徳 永 三 夫

山村・木材振興課長 森 房 光

木材流通対策監 小 林 重 善

工 事 検 査 監 濵 砂 金 徳

農政水産部

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

緒 方 哲
農政水産部次長
（ 総 括 ）

原 川 忠 典
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

関 屋 朝 裕
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

加勇田 誠
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 土 屋 秀 二

農業改良対策監 井 上 裕 一

消費安全企画監 小 川 雅 行
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農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 山 本 慎一郎

家畜防疫対策監 児 玉 州 男

矢 方 道 雄
部 参 事 兼
農 村 計 画 課 長

国営事業対策監 三 好 亨 二

農 村 整 備 課 長 西 重 好

工 事 検 査 監 溝 口 博 敏

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

漁港漁場整備課長 山 田 卓 郎

漁港整備対策監 坂 元 政 嗣

総合農業試験場長 村 田 壽 夫

県立農業大学校長 米 良 弥

畜 産 試 験 場 長 荒 武 正 則

水 産 試 験 場 長 那 須 司

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

ただいまから環境農林水産常○外山衛委員長

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定を○外山衛委員長

いたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時７分休憩

午前10時９分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

本委員会に付託をされました議案等の説明を

求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説明

がすべて終了した後にお願いをいたします。

。○吉瀬環境森林部長 環境森林部でございます

よろしくお願いいたします。それでは、座って

説明させていただきます。

お手元に配付しております環境農林水産常任

委員会資料の表紙をまずごらんいただきたいと

思います。

本日は、予算議案が１件、特別議案が１件、

その他報告事項が２件でございます。

それでは、１ページを開いていただきたいと

思います。まず、１ページの予算議案といたし

まして、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります （１）課別の。

表でございますが、ここに今回の補正予算の課

別に集計したものを載せております。今回の補

正につきましては、一般会計の表の中ほどにあ

りますが、補正額Ｂの欄の列の小計のところに

掲げておりますように、３億2,750万円の増額を

お願いしております。補正後の一般会計の予算

額は その右側に書いておりますが 355億5,632、 、

万1,000円となります。したがいまして、補正後

の環境森林部の予算額は、表の一番下にござい

ますように、361億5,313万1,000円となります。

次に、右側のページの（２）平成21年度繰越

明許費補正（追加）一覧表でございます。これ

は、今年度、環境森林部が取り組んでいます事

業につきまして、今回お願いいたします繰越明

許費を課別に集計したものでございます。繰り

越しの理由といたしましては、右側に書いてご

ざいますが、関係機関との調整、あるいは工法

等の検討に日時を要したことによりまして工期

が不足いたしますので、翌年度への繰り越しを

お願いするものでございます。内容につきまし

ては、自然環境課と森林整備課の４つの所管事
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業を合わせまして、表の一番下の合計の欄にあ

りますように、13カ所の８億6,186万4,000円で

ございます。

それでは、表紙に戻っていただきまして、２

の特別議案についてでございます。特別議案に

つきましては、議案第６号「宮崎県における事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」についてでございまして、これは、住民に

身近な行政サービスは、できる限り住民に身近

な市町村が担うことを基本にいたしまして、市

町村の希望、選択による権限移譲を推進してい

るところでございますけれども、住民の利便性

の向上、事務処理の効率化等の観点から、知事

の権限に属する事務のうち、市町村から希望が

あった事務を新たに移譲するために行うもので

ありまして、また、あわせまして、市町村合併

に伴いまして関係規定の改正を行うものでござ

います。環境森林部関係につきましては （１）、

の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律 、これに基づ」

く手続を初め、あわせて （７）までの７つの法、

律等に基づきます事務につきまして、今回、取

り扱いを希望する市町村に権限の移譲を行うも

のでございます。

次に、その下のⅢ、その他の報告事項につき

ましては、１の宮崎県産業廃棄物税条例の施行

後の状況と今後の方針等について、及び２のエ

コクリーンプラザみやざき問題につきましての

。２項目について御報告をいたしたいと思います

私からの説明は以上でありますけれども、詳

細につきましては、それぞれ担当課長から御説

明申し上げますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、常任委員会資料○堤環境管理課長

の３ページをお開きください。

１の議案第６号「宮崎県における事務処理の

特例に関する条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

改正の理由につきましては、先ほど部長が説

明したとおりであります。

（１）の特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法律関係の

事務の移譲についてであります。

①の移譲する事務の内容及び移譲市町村であ

ります。まず、アでありますが、４ページの条

例別表に７の５といたしまして、特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律に基づく化学物質排出量等の届

け出の受理など、９事務を追加し、宮崎市に権

限を移譲するものであります。

また、イでありますが、同じく４ページの条

例別表、７の６といたしまして、同法施行規則

に基づく電子情報処理組織、インターネットで

ございますが、を使用した届け出の受理など、

４事務を追加し、同じく宮崎市に権限を移譲す

ることとしております。

３ページに戻っていただきまして、②の施行

期日でありますが、平成22年４月１日より施行

することとしております。以上であります。

。○河野自然環境課長 自然環境課でございます

引き続き、議案６号関係でございます。

委員会資料の５ページをごらんいただきたい

と思います。

まず （２）の鳥獣保護及び狩猟の適正化に関、

する法律関係についてであります。

①の移譲する事務の内容及び移譲市町村等に

つきましては、アにありますように、法律の改

正により条項ずれが生じたため、条例別表の２

を改正するものであります。

次に、イの条例別表の２の２にあります愛玩
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鳥獣及び傷病鳥獣の捕獲の許可など13の事務の

移譲市町村に、新たに綾町を追加しますととも

に、宮崎市と清武町、小林市と野尻町の合併に

伴いまして、清武町と野尻町を削除するもので

あります。

次に、ウの条例別表の２の３にあります販売

禁止鳥獣等の販売許可など６の事務の移譲市町

村に、新たに宮崎市及び綾町を追加しますとと

もに、小林市と野尻町の合併に伴いまして、野

尻町を削除するものであります。

次に、エにありますように、法律の施行規則

の改正により条項ずれが生じたため、条例別表

の３を改正するものであります。

次に、オの条例別表の３の２にあります、販

売許可を受けた者からの住所変更などの２つの

事務の移譲市町村に、新たに宮崎市及び綾町を

追加するとともに、小林市と野尻町の合併に伴

いまして、野尻町を削除するものであります。

恐れ入りますが、５ページをごらんいただき

たいと思います。②の施行期日ですが、法改正

に伴うものにつきましては、改正条例の公布の

日からとしておりまして、また、合併に伴うも

のにつきましては、平成22年３月23日、合併の

日からとしております。また、移譲市町村の追

加によるものにつきましては、平成22年４月１

日からとしております。

次に、８ページをお開きいただきたいと思い

ます （３）の温泉法関係についてであります。。

①の移譲する事務の内容及び移譲市町村につ

きましては、アの条例別表の３の３に、新たに

温泉採取の許可申請の受理など９つの事務を追

、 。加し 宮崎市に権限を移譲するものであります

この施行期日につきましては、平成22年４月

１日からとしております。

次に、右側の９ページをごらんいただきたい

と思います （４）の自然公園法関係についてで。

す。

①の移譲する事務の内容及び移譲市町村につ

きましては、アの条例別表の４の２にあります

特別地域内における行為の許可など24の事務の

移譲市町村に、新たに宮崎市を追加するもので

あります。

次に、イの条例別表４の３にあります公園事

業の執行に伴う施設の変更等の承認等の事務の

移譲市町村に、新たに宮崎市を追加するもので

あります。

なお、ウにありますように、アの改正に伴い

まして、条例別表の４にあります公園事業の執

行の許可の申請の受理など５つの事務の移譲市

町村から、宮崎市を削除するものであります。

この施行期日につきましては、平成22年４月

１日としております。

次に、10ページをお開きいただきたいと思い

ます （５）宮崎県立自然公園条例関係でござい。

ます。

①の移譲する事務の内容及び移譲市町村につ

きましては、アの条例別表に５の２として、特

別地域内における行為の許可など15事務を追加

し、新たに宮崎市に権限を移譲するものであり

ます。

次に、イの条例別表に５の３として、公園事

業の執行に伴う施設の変更等の承認など13事務

を追加し、新たに宮崎市に権限を移譲するもの

であります。

なお、ウにありますように、アの改正に伴い

まして、条例別表の５にあります公園事業の執

行の許可の申請の受理など３事務の移譲市町村

から、宮崎市を削除するものであります。

この施行期日につきましては、平成22年４月

１日からとしております。
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自然環境課は以上であります。

山村・木材振興課の○森山村・木材振興課長

平成21年度11月補正予算について御説明いたし

ます。

お手元の「平成21年度11月補正歳出予算説明

資料 、議案第５号でございますけれども、青い」

インデックスの山村・木材振興課のところ ペー、

ジでいきますと41ページをお開きください。

今回お願いしております補正は、国の経済危

機対策に伴うものでありまして、左から２列目

の補正額の欄にありますように、一般会計で３

億2,750万円の増額をお願いしております。この

結果、山村・木材振興課の全体予算額は、一番

上の行の右から３列目にございますとおり、103

億8,970万2,000円となります。

今回の補正内容の事項について御説明をいた

します。めくっていただきまして43ページをお

開きください。

上から５段目の（事項）林業・木材産業構造

改革事業費でございますが、これは森林整備加

速化・林業再生事業補助金３億2,750万円の増額

をお願いするものであります。補正の理由とい

たしましては、本県の林業・木材産業は、木材

、価格の低迷や木材需要の減少などによりまして

依然として厳しい状況にありますことから、県

産材の需要拡大の推進や山村地域の活性化につ

、 、なげるため 下段の説明の欄にありますように

（２）の素材生産・木材加工施設や （３）の木、

質バイオマス加工・利用施設の整備を、可能な

限り前倒しして着手しようとするものでござい

ます。

なお、一部の減額につきましては、本予算の

執行見直しに伴いまして、事業実施期間が短縮

、したことによりまして事業規模が縮小したこと

、あるいは工期が不足することなどに伴いまして

やむなく次年度以降に実施をお願いするもので

ございます。

補正予算については以上であります。

次に 「宮崎県における事務処理の特例に関す、

る条例の一部を改正する条例」について御説明

いたします。

お手元の委員会資料、12ページをお開きくだ

さい （６）入会林野等に係る権利関係の近代化。

の助長に関する法律関係についてであります。

改正の内容は、移譲市町村の追加でございま

して、①にありますように、入会林野整備計画

の認可等の23の事務を、今回、新たに宮崎市に

権限移譲するものであります。今回の移譲によ

る改正後の市町村は、下の新旧対照表にありま

すように、宮崎市、都城市、日南市の３つの市

となります。

施行期日は、②にありますように、平成22年

４月１日から施行することとしております。

次に、13ページをごらんください （７）の森。

林組合法関係についてであります。

改正の内容は、同様に、移譲市町村の追加で

ございまして、①にありますように、生産森林

組合の設立の認可などの13の事務を、今回新た

に宮崎市に権限移譲するものであります。今回

の移譲による改正後の市町村は、下の新旧対照

表にありますように、宮崎市、都城市、日南市

の３つの市となります。

施行期日は、②にありますように、平成22年

４月１日から施行することとしております。

山村・木材振興課からの説明は以上でござい

ます。

それでは、資料の14○大坪環境対策推進課長

ページをごらんください。その他の報告事項、

まず１点目ですが、宮崎県産業廃棄物税条例の

施行後の状況と今後の方針等について御報告を
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いたします。

本県では、循環型社会の形成に向けまして、

産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進、その

他産廃の適正な処理の推進を図るため、平成17

年の４月から、宮崎県産業廃棄物税条例を施行

しております。この中で、来年の３月になりま

すが、施行後５年を目途に、必要があれば条例

の規定について検討を加えまして、必要な措置

を講ずるというふうに規定をされております。

そこで、今年度に入りまして、条例の所管課で

ございます総務部の税務課のほうとも連携をし

ながら、産業廃棄物税の導入による政策効果と

いったものを検証しまして、産業廃棄物税の今

。後のあり方について検討したところであります

まず （１）宮崎県産業廃棄物税の概要であり、

ますが、図の右側にありますように、産廃を排

出する事業者は、廃棄物を焼却した際に１トン

当たり800円、最終処分場に埋め立てた際に１ト

ン当たり1,000円を負担することになっておりま

す。これを県のほうで徴収しまして、必要経費

を差し引いた上で基金に積み立てまして、排出

抑制等の事業を実施しながら、循環型社会の形

成に努めているところであります。

次に （２）の税収の状況でありますが、直近、

の平成20年度、一番右の棒グラフをごらんいた

だきますと、総額で２億8,714万5,000円、その

うち、最終処分場に埋め立てた分が２億5,204

万3,000円、焼却された分が3,510万2,000円と

なっております。税収は年々増加傾向にありま

すけれども、これは下の斜線部分の焼却が減っ

ているのに対しまして、白い部分の最終処分が

ふえているためであります。後ほど触れますけ

れども、実は、宮崎県内の産廃に係る最終処分

量というものは減少しております。すなわち県

外からの搬入量が増加しているということでこ

のような結果になっているものでございます。

次に、右側のページをごらんいただきまして

（３）ですが、税収の使途について御説明をい

たします。税収につきましては、この税の目的

が達成できるように、平成17年度以降、いろん

、な事業に取り組んでいるところでございますが

平成21年度は、合計23の事業に２億2,900万円余

を充てまして、環境森林部はもとより、商工観

光労働部や農政水産部等、そこに記しています

ような事業を実施しております。

次に （４）の成果についてでありますが、ま、

ず、１点目ですけれども、経済活動に伴いまし

て、県内で排出された産業廃棄物の全体の排出

量は若干増加しておりますが、減量化ですとか

再生利用、そういったものが進みました結果、

一番下のほうの黒い部分になりますが、最終処

分量は、この税の導入前に比較しまして19万ト

ンから17万3,000トンというふうに減少いたして

おります。

次に、焼却処理で課税されました産業廃棄物

の量につきましても、平成17年度は５万1,000ト

ンですが、一番右の20年度は４万3,000トンとい

うことで、年々減少してきております。

さらに、この税を使いまして監視指導体制の

充実強化を図りました。その結果、そこの表に

ございますように 19年度までは増加傾向にあっ、

たんですが、20年度、そして21年度は10月末現

在ですが、徐々に減少傾向になってきておりま

す。

最後に （５）のこれまでの検討状況及び今後、

の方針としてまとめをいたしました。

まず、①の検討状況でありますが、１点目、

産業廃棄物の排出事業者上位200社に対しまし

、 。て アンケート調査を５月に実施いたしました

その結果、排出抑制ですとかリサイクルの取り
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組みを行う事業者が増加するなど、徐々にその

効果が出てきております。また、主要な関係団

体であります宮崎県産業廃棄物協会からも７月

に意見を聞いたのですけれども、席上いろんな

要望があったんですが、例えば、排出事業者へ

、税の周知をもっと徹底してほしいといったこと

さらには 使途事業の拡充を図ってほしいといっ、

たような要望がございましたが、課税の継続そ

のものに関します理解は得られております。さ

らに、産業廃棄物税は、九州各県が平成17年度

に一斉に導入しておりまして、今回、九州各県

。 、とも共同して検討作業を行いました その結果

各県とも、排出抑制等の一定の効果が見られて

いるということで、引き続きこの制度を継続す

る方向であるとの確認をいたしたところでござ

います。

以上のようなことから、②今後の方針案です

が、宮崎県産業廃棄物税につきましては、次の

ような理由によりまして現行制度を継続したい

と考えております。１点目が、産業廃棄物税の

目的であります産業廃棄物の焼却・埋立量の減

少というものに向けまして、今後も継続して税

制度を活用する必要があること。２点目は、さ

らに５年間課税を継続しまして、課税の成果を

把握していく必要があること。３点目は、九州

各県で共同して税を一斉導入したことから、税

制については統一した扱いをする必要があるこ

とでございます。

なお、この税条例の取り扱いにつきましてで

すが、今後、所管をしております税務課が中心

となりまして検討作業を行いまして、次の２月

議会におきまして御提案させていただくことに

なろうかというふうに考えております。

それでは、次に、資料の16ページをごらんく

ださい。２点目の報告事項、エコクリーンプラ

ザみやざき問題についてでございます。

主に３点に分けまして整理をいたしておりま

すが、まず１点目 （１）エコプラザにおける浸、

出水処理水の下水道放流についてであります。

公社のほうでは、外部調査委員会の報告に基

づきまして、浸出水処理水の下水道放流案の実

現に向けまして、地元との協議を進めてきたと

ころですが、何とか御理解をいただくことがで

きました。そこで、11月６日、地元３地区の対

策協議会との間で、現行の協定を変更するとい

うことで合意をいたしました。その内容につき

ましては、図に示したとおりでございますが、

従来の変更前は、処理水を一切施設外に出さな

いということになっていましたけれども、変更

後は、施設内で再利用できない分につきまして

は、宮崎市の公共下水道に放流するということ

になっております。なお、この下水道接続工事

が完了しまして放流ができるまでの間につきま

、 、 、しては 現在 車両により搬出していますので

それを追認するような内容になっております。

また、下の米印のところになりますが、地元

３地区との合意に先立ちまして、公社のほうで

は、下水道本管への接続地点に当たります住吉

地区と10月26日に覚書を締結いたしておりまし

て、例えば、万が一異常事態が発生した場合に

は迅速に対処するといったようなことなどを文

書で約束いたしております。

さらに、この下水道接続工事に伴う費用負担

についてですけれども、外部調査委員会の調査

検討の結果、７億4,000万円ほどを要する見込み

でありまして、公社では、来年度中に着工した

いという意向でありますので、その工事のスケ

ジュールに支障が出ないように、事前に関係11

。市町村と協議をしていくということになります

次に （２）浸出水調整池機能不全に係る会計、
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検査院の検査結果についてであります。

会計検査につきましては、昨年度から実施さ

れてきたところですけれども、去る11月11日に

結果が公表されまして、その主な内容としまし

ては 「浸出水調整池の基礎の設計等が適切でな、

かったため、工事の目的を達しておらず、国庫

補助金２億547万8,000円が不当と認められる」

との指摘がなされました。御案内のとおり、現

在、調整池の補強工事を施工中でありまして、

これが完成しますと、補助金の目的も達成され

、 、るということになりますので 県としましては

このような状況を環境省に十分説明して、補助

金返還を求められることのないように対応して

いきたいと考えております。

なお、11月25日に、会計検査院のホームペー

ジに検査結果の詳細な内容が掲載されましたの

で、右側の17ページ以降に添付をいたしており

ます。後ほどごらんください。

最後に （３）浸出水調整池補強工事の進捗状、

況についてでございます。

公社では、平成22年、来年５月末の完成を目

指して補強工事を進めておりますが、11月末の

進捗率は26.8％ということで、おくれ気味に推

移をいたしております。これまでに、調整池上

部の土砂やふた、水槽内部の底版コンクリート

の撤去等を行いまして、現在、基礎ぐいや地中

ばりを設置するための本格的な工事に入ってい

る段階でありますけれども、先週金曜日に、こ

の工事に関しまして、地元住民等を対象にしま

した第３回目の現場説明会が開催されましたの

で、実は、本日、別途そのときの資料をお配り

しております。お手数ですが、そちらのほうを

ごらんいただけますでしょうか。

。表紙で追加資料としているものでございます

が、めくっていただきまして２ページになりま

す。

２の工事の進捗がおくれている要因について

簡単に御説明します （２）にありますように、。

、９月から基礎ぐいの掘削を開始しましたところ

地下の岩盤、支持層が予想よりも深くなってお

りました。そこで、全面的にボーリング調査を

実施しまして、再度、くいの長さや本数等につ

。 、いて設計を行ったところであります その結果

右側の３ページ （３）にありますように、基礎、

ぐいを４本新たに追加するとともに、当初から

予定していた分も延べ38メートル延長するなど

の変更になっております。したがいまして、３

番の今後の見通しですけれども、来年５月30日

までの工期は延長するということになると思わ

れます。具体的な延長期間につきましては、現

、 、在 工程の見直し作業等を行っておりますので

公社では、その結果が出ました時点で、改めて

御報告をするという予定にいたしております。

公社のほうでは、当初の目的どおりの安全な

施設を完成させるということが何よりも重要だ

と考えておりまして、そのために全力で取り組

んでいきたいといたしておりますので、何とぞ

。御理解をいただきますようにお願いいたします

私からの説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしま○外山衛委員長

した。議案第１号、第６号についての質疑がご

ざいましたら、お願いいたします。

簡単なことなんですけど、議案第○十屋委員

６号、事務処理の権限移譲ですけれども、それ

ぞれ環境管理課から山村・木材振興課、９事務

とか、化学物質等のうんぬんかんぬんあるんで

すけれども、宮崎市に許可をおろして効率的に

やられるんですが、具体的にどういうもので、

市民なり業者さんにとってどうなるのかという

のをそれぞれに教えていただけますか。ちょっ
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と中身がわからないので。

まず （１）の特定化学物質○堤環境管理課長 、

関係でございますけれども、この法律では、第

一種指定化学物質といたしまして、354の化学物

質が有害性があるということで指定されており

。 、 、 、ます 現在 従業員が常用雇用21人以上 また

この指定化学物質を年間１トンあるいは有害な

ものについては0.5トン以上取り扱っている事業

所は、都道府県を経由して国の主務大臣に届け

出をするようになっています。国のほうは、環

境省及び経済産業省が、主務大臣に届け出され

たものをすべて集計いたしまして、集計結果を

都道府県に返すと。このような法律でございま

して、法の目的としましては、事業者の化学物

質の自主的な管理を求めるといったものでござ

います。

宮崎市といたしましては、この届け出を、県

を経由するものを宮崎市に経由させるという権

限移譲でございますが、宮崎市といたしまして

は、大気汚染防止法であるとか、あるいは水質

汚濁防止法、ダイオキシン類、そういった法律

、の権限を既に中核市として持っておりますので

その関係法令に関係する化学物質の取り扱いに

ついて情報を得られると、そういった意味で宮

。崎市のメリットがあるということでございます

以上でございます。

先ほど説明しました鳥獣○河野自然環境課長

保護及び狩猟の適正化に関する法律関係ですけ

れども、５ページをごらんいただきたいと思い

ます。アとエにつきましては、単純に法改正で

移譲したものでして、イについては、愛玩用鳥

類、メジロとかホオジロの飼養といいますか、

けがをした鳥を捕獲して保護するための許可、

こういったものを綾町に追加するということに

なって、綾町が許可を出すということになりま

す。合併に伴うことによって、清武と野尻は削

除します。ウについては、販売禁止の鳥獣とい

うのは指定しておりますが、実際はヤマドリだ

けです。ヤマドリを販売することの許可を宮崎

市と綾町が４月から行うということです。オに

ついては、販売許可を受けた者が住所変更の事

務を行うわけですけれども、これについても宮

崎市と綾町が追加で事務を行っていただく。そ

ういったことです。

それから、温泉法関係ですけれども、これに

ついては宮崎市のみ。宮崎市は保健所を持って

おります。ほかの市町村は持ちませんので、宮

崎市について、これまでも10の事務を行ってい

ただきましたけれども、新たに９つの事務を４

月から取り扱っていただくということでござい

ます。

それから、９ページの自然公園法関係ですけ

れども、これにつきましては、特別地域内の行

為の許可や施行令で定めます施設の変更承認を

４月からやっていただくんですが、申請の受理

の事務については、平成12年から宮崎市は行っ

ていただいておったんですけれども、４月から

は、自然公園法関係の許可と承認の事務を市み

ずからが行っていただくということでございま

す。

最後になりますけれども、10ページでござい

ますが、宮崎県立自然公園法関係条例でござい

ます。これにつきましても、自然公園法関係の

事務と同じく、条例関係の事務を、平成12年か

ら宮崎市のほうはやっていただきましたけれど

も、この４月からは、許可と承認も含めて市の

ほうでやっていただくというような改正でござ

います。以上です。

12ページの入会林野○森山村・木材振興課長

についてでございますけれども、入会林野とい



- 10 -

いますのは、御承知のように、集落などの一定

地域の住民が、昔からの決まりやおきてに従い

まして、木材の伐採とか家畜の飼料を採取する

ために共同で利用している山林・原野のことで

ございますけれども、これが、権利は世帯主が

世襲するということになっておりまして、非常

に権利が不明確で、既に亡くなられている方ば

かりの所有になっております。こういったもの

を近代化しまして、現在のしっかりした権利所

有形態にするという手続でございます。これを

、宮崎市に移譲しようというものでございまして

旧高岡町に３地区ございますので、この入会林

野の解消について権限を移譲するということで

ございます。

次の13ページにつきましては、その入会林野

の解消の一つの方法としまして、移行する先と

しまして生産森林組合というのがございます。

その生産森林組合の許認可を継続して、入会林

野から移行するものを権限を移譲するというこ

とでございます。以上でございます。

よく言われるように権限と財源と○十屋委員

いうことなんですが、財源のほうは１事務幾ら

。 、か決まっていたと思うんです そういう意味で

一つ一つはいいですけれども、総額で大体どの

くらい宮崎市のほうに移譲されるんですか。

これにつきまし○飯田部参事兼環境森林課長

ては、宮崎県の市町村権限移譲交付金というの

がございまして、実際、前年度に実績を出した

上で次年度に交付するということになっていま

すので、今の段階では、新たなこの50事務につ

きまして、金額については不明であります。

関連してですけれども、市町村権○鳥飼委員

限移譲交付金ですね、それぞれの事務によるん

でしょうけれども、今度の事務は、細かい事務

というか、受理をするとかそのようなことのよ

うですが、１件当たりの事務手数料はどれぐら

、 。いになっているのか ちょっと教えてください

事務の標準単価○飯田部参事兼環境森林課長

というのがございまして、高いのから低いのか

らいろいろあるんですけれども、例えば鳥獣に

よる被害の防止のための鳥獣の捕獲等の許可に

ついては3,700円。高いところになりますと、定

款変更とか、さっき言いました入会権の整備計

画の認可につきましては50万4,480円とか、ばら

つきが非常にあるということでございます。

この交付金は行政経営課が主管に○鳥飼委員

なるんですか。いろんな事務の権限を移譲して

いくというのをずっと進めてきたんですけれど

も、当然、権限だけじゃなくて、今、十屋委員

も言われるようにお金がないとというのがある

わけですが、これは主管の課というのはどちら

になっているんですか。

ちょっと確認し○飯田部参事兼環境森林課長

ます。

それぞれ都道府県でこういう権限○鳥飼委員

移譲をやってきていると思うんです。これは主

管課というか主管部に聞かなくちゃいけないん

でしょうけれども、やはりお金次第、お金次第

というと聞こえが悪いですけれども、事務手数

料がしっかり担保されないとなかなかというの

もありますので、私の勉強不足もあるんですけ

れども、そこら辺を確認したところです。

今回、宮崎市が権限移譲がかなり多いんです

、 、けれども これは市長との懇談会といいますか

宮崎市選出の議員との懇談会のときに、積極的

に事務移譲を図っていきますということを発言

しておられました。今後もかなり宮崎市から出

てくるのではないかと思うんですけれども、こ

れまで、ほかの市町村で、例えば都城市でやっ

ているのに宮崎市でやっていないというのはあ
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りますし、中核市ですから、もっとやっておっ

てよかったんじゃないかという感じがするんで

す。なぜかと私に聞かれても困ると言われるか

もしれないんですけれども、どんなふうに受け

とめておられるのか、感想があればお聞きした

いと思います。

この権限移譲に○飯田部参事兼環境森林課長

、 、 、つきましては 基本的には 市町村の組織体制

人員の体制もございますので、それぞれの市町

村のほうの判断で、事務については、先ほど申

しました事務処理の特例に関する条例もござい

まして、その中で例示がございます。そこから

関係の自治体が、これだったらできるというこ

とでやっていきますので、あくまでもパッケー

ジを示した上で、各市町村の判断でしていただ

くということになっています。答えになってい

ませんが。

次、行きます。山村・木材振興課○鳥飼委員

のところ、43ページの林業費、３億2,750万とい

うことで補正になっております。そこで中身に

ついてお尋ねします。素材生産・木材加工施設

等整備事業、これは１億2,500万ですが、具体的

な内容についてお示しをいただきたいと思いま

す。

これは、高性能林業○森山村・木材振興課長

、 、機械の導入ですとか 木材加工の製材加工施設

、そういったものを助成するものでございまして

箇所的には、高性能林業機械を４台、木材加工

施設を４カ所、新たに追加するものでございま

す。

その次の木質バイオマス加工・利○鳥飼委員

用施設整備事業、これについても御説明をお願

いします。

、○森山村・木材振興課長 これにつきましては

燃料用チップの加工流通施設の整備、温泉公共

施設による燃焼用の木質ボイラーの整備を行う

ものでございます。あと、間伐材の買い取り支

援、これは立方当たり3,000円の定額を助成する

ものでございますけれども、これの助成を新た

にするもので、２カ所、５社に対して助成をす

るものでございます。

上のはいいとして、３のほうは、○鳥飼委員

門川町に日田市と同じようなのができています

けれども、４のほうを施設名とか具体的に説明

をしていただけないでしょうか。

バイオマス加工施設○森山村・木材振興課長

につきましては、延岡市の谷明産業、日向市の

サンケイに助成するものでございます。その他

の間伐材の買い取り支援につきましては、谷明

産業、小林市の三共、それからサンケイの３社

に対して助成をするものでございます。

、 、○鳥飼委員 門川町に 何という施設でしたか

特別委員会で視察に行ったチップの、あります

ね。あそこでも、チップにする材料、放置され

た林材をどう回収するのかというので、これが

課題ですと言っておられたんですけれども、こ

ういうところは今回は入っていないということ

なんでしょうか。それとも、それは整備をされ

ているということなんでしょうか。

買い取りの支援につ○森山村・木材振興課長

きましては、協定を結びまして、取引ができる

ことになっております。施設については既に完

、 、成が済んでおりますので 材料の供給について

安定的に供給するということで支援するように

しております。

今回のこの事業では別の事業とい○鳥飼委員

うことになるんですね。

今回の事業といいま○森山村・木材振興課長

すか、緑の産業再生プロジェクトの中で支援す

ると。
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続いて （４）ですけれども、木造○鳥飼委員 、

公共施設整備等事業で9,200万減になっているん

ですが、これは最高1,000万までだったというふ

うに記憶しているんです。例えば、北郷の総合

支所のところにある幼稚園、保育園のところな

ども補助対象となって、かなり好評なんですけ

れども、今年度実施をした件数を教えていただ

けますか。

これは今年度始めた○森山村・木材振興課長

事業でございますので、実績はございません。

従前の 木造の建物 県産材を使っ○鳥飼委員 、 、

た場合に1,000万というのがありますね。あれと

は別なんですね。

その事業は県単事業○森山村・木材振興課長

でございます。これは国庫補助事業になってお

ります。今年度から新たに補正で仕組まれたも

のでございます。

〔 凍結扱い」と呼ぶ者あり〕「

実績はなくて、減というので、今○鳥飼委員

出たように、凍結ということなんですか。

この緑の産業再生プ○森山村・木材振興課長

ロジェクトにつきましては、当初６月の補正で

要求してお願いしておりましたけれども、９月

に入りまして留保の通知をいただきまして、そ

の後、審査が行われて、継続されると、10月16

日に継続の通知をいただきました。したがいま

して、今現在、今年度から初めて実行している

状況にございます。

木造公共施設整備等事業というの○鳥飼委員

も、国庫補助のということで今年度からという

、 、ことだったんですけれども 実績があったのか

これも凍結になったのか、ここで御説明をお願

いします。

今回お願いしており○森山村・木材振興課長

ます補正全額とも国庫補助事業でございます。

したがいまして （４）の木造公共施設整備等事、

業につきましても、９月の初めに留保の手続が

踏まれまして、10月16日に継続が決定されたと

ころでございまして、今年度から着工を始める

ものでございます。

そうしますと、9,200万減額なんで○鳥飼委員

、 、すけれども 補正で上げたときは幾らで上げて

今回どれだけ減額をして、今年度支出見込みが

どれだけということになると思うんです。そこ

をお示しいただきたいと思います。

木造公共施設は、当○森山村・木材振興課長

初、９月末までの現計で１億2,500万お願いして

おりまして、今回8,000万ほどの減額をお願いし

ますので 結果としまして 補正後6,211万5,000、 、

円ということになります。

ちょっと意味がわからなかったん○鳥飼委員

ですけど。

済みません、失礼し○森山村・木材振興課長

。 、ました 当初１億4,250万お願いしておりまして

今回補正を9,230万4,000円お願いしますの

で……、失礼しました。欄を間違えておりまし

た。申しわけありません。木造公共施設の全体

が１億7,250万ございまして、今回減額させてい

ただきますのが9,230万4,000円、結果としまし

て8,019万6,000円が今年度事業実行する予算と

いうことになります。

そうしますと、制度自体は宮崎県○鳥飼委員

のと同じような理由ですか。今実施をしている

ところもあるので8,000万残っていると思うんで

すけれども、補助概要と今後の実施見込み、そ

こを教えてください。

今回の緑の産業再生○森山村・木材振興課長

プロジェクト、木造公共施設の整備事業につき

ましては、木材の材料費が立方当たり５万円、

それに事業費の２分の１を補助するというもの
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、 。 、で 最高額１億円を規模としております 一方

県単のほうにつきましては、木材の使用量の３

分の１を上限1,000万ということで助成するとい

うものでございます。

、○図師委員 今のところに関連してなんですが

林業・木材産業構造改革事業、項目でいいます

と （２ （３）は前倒しで整備を進めるという、 ）

お話でしたが （４ （５）については減額と。、 ）

（２ （３）については、素材の加工なり、木質）

ペレットの加工なりで、それはどんどん前倒し

でやっていただいていいんですが、この事業の

全体像を見た場合に、私の理解が間違っていれ

ば教えていただきたいんですが、つくるほうは

どんどんつくらせて、流通が滞っていくと。だ

ぶつきが出てくるような事業の内容に映って仕

方ないんですけれども、流通が減額になってい

るということは、流通がそれだけ少なくなるの

か。また、次の展開のためにここはあえて蓄え

るといいますか、減額にせざるを得ないのか。

事業の全体像を説明していただきたいんです。

おっしゃるとおりで○森山村・木材振興課長

ございまして、出口をしっかりつかまえないと

。 、（ ）いけないというふうに思っています ただ ４

の木造公共施設につきましては、冒頭にも御説

明いたしましたけれども、事業期間が短縮され

、 、たものですから 設計する期間が短くなったり

年度内に完成する時期がなくなったという事情

がございまして、これは３カ年間で全体でやっ

ていくことになっておりますので、来年、再来

年度で着実に実行するということになっており

ます。

それから （５）の素材流通経費等支援事業に、

つきましても、取扱量の立方2,000円を支援する

ということになっておりますけれども、これも

事業期間が10月16日にずれ込んだ関係上、素材

、の生産ができなくなった分の量が減額されたと

減額せざるを得なくなったと。流通できなかっ

、た量の分だけ減額するということになりまして

来年度以降、これも円滑な間伐を進めながら実

施していくということになろうかと思います。

来年度以降に関しては、円滑な流○図師委員

通並びに市場も見通しが立っている、確保でき

ていると理解していいんですか。

そのように仕組んで○森山村・木材振興課長

、 。いかなければいけないと 逆に思っております

そういう見通しで動かれるのはや○図師委員

むを得ないと思うんですが、くれぐれも来年度

以降もこのような減額がないように、大いに業

者の方、また市場関係者との連携をとって、材

価がさらに高騰していくような取り組みをお願

いしたいと思います。以上です。

先ほどの鳥飼委○飯田部参事兼環境森林課長

、員の質問に対するお答えでございますけれども

行政経営課のほうで所管しているということで

ありまして、７月から８月にかけまして、市町

村と協議とか要望調査をとりまして、実際は担

当課同士で十分協議を行って、その上で、大丈

夫だというものにつきまして、知事から当該市

町村に対しまして協議を行った上で、その承諾

を得た上で条例改正を行うという流れになって

いるようでございます。以上であります。

森林整備加速化・林業再生事業の○緒嶋委員

木造公共施設の分が、９月に7,000万補正してい

る。そして今度は9,200万減額でしょう。これは

留保と言われたが、留保が解除されれば予算が

返ってくるんですか。留保の意味。

私どもの県のほうに○森山村・木材振興課長

は51億円を内示いただいておりまして、交付決

定をしていただきまして、今年度中にそれは国

庫から県費に、県の基金のほうに積み立てられ
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ると聞いておりますので、その枠の中で今後３

年間で実施していくということになろうかと思

います。

減額されたものは来年、再来年度○緒嶋委員

に返ってくるということでいいんですか。

全体計画として、来○森山村・木材振興課長

年、再来年度で実施していくということでござ

います。

さっきの鳥飼委員と図師委員○外山三博委員

の関連なんですが、43ページの木質バイオマス

加工、これは木質ペレットの製造に関する部分

も入っているんですか。

今年度分は入ってお○森山村・木材振興課長

りませんけれども、今年度分は、チップ、細か

くする機械、倉庫、加工施設、そういったもの

が入っております。

この補正は、チップ加工のた○外山三博委員

めの予算は入っておるんですかということなん

です。

入っております。○森山村・木材振興課長

木質ペレットを使っている施○外山三博委員

設園芸なんかは、モデルで農政のほうがやって

いますね。その後ふえていないんじゃないです

か。どうなんですか。

昨年度に７台導入さ○森山村・木材振興課長

れたと聞いておりますけど、今年度は、たしか

２台予算措置がされるというふうに聞いており

ます。

環境を重視するという流れの○外山三博委員

中で、今の重油中心のボイラーはどこかでやめ

んといかんだろうと思うんです。それにかわる

のが、電気か、この木質ペレットだろうと思う

んです。宮崎県は林業県ですから、やっぱりこ

こに力を入れていくべきだと思うんですが、こ

の木質ペレットの生産は、宮崎県以外でもだい

ぶやっているんですか。

記憶がうろ覚えなの○森山村・木材振興課長

で後で御報告します。済みません。

現場に行って聞きますと、燃○外山三博委員

やすボイラーが高くて、それが安くなっていな

いんです。これはどうなんですか、農政のほう

なのかな、それともここですか。

木質ペレットのボイ○森山村・木材振興課長

ラーが350万ほどかかって 重油のボイラーは150、

万程度だというふうにお聞きしております。

私が聞いたのは、所管はここ○外山三博委員

なのか、それとも農政か。ペレットをつくるの

は木のほうだから、環境森林部でしょうが、ボ

イラーに関しては、農政で聞いたほうがいいの

か、それともここで聞いたほうがいいのかとい

う話です。

使われる側は農政だ○森山村・木材振興課長

と思いますので、農政でお聞きしたほうがいい

かと思います。

これは連動していくわけで○外山三博委員

しょう 材料と機械と 切って 縦割りで こっ。 。 、 、

。ちは農政といってもちょっとおかしいんですよ

ボイラーの絡みは、農政も当然、生産する環境

森林部と相談をしながらね。向こうにも聞きま

すけど、今後この分野を広げていく必要性から

言ったら、農政の使っておるほうのボイラーの

絡みをひっくるめてぜひ協議をしてください。

きょうはそれで結構です。

農政とは綿密に協議○森山村・木材振興課長

をしておりますし、ＪＡの中央とも連携しなが

ら、ペレットの安定供給と価格に見合う供給を

しなければ、やはり重油に見合う供給じゃない

と使う側としましても困るということで、それ

については協議を進めております。

それじゃ、何でボイラーが下○外山三博委員
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がってこないんですか。ボイラーが全然下がっ

てこないんですよ。その改良・工夫ね。連携し

て協議をしておられるというのであるならば。

せっかく木質ペレットに対して補助していくの

に、それが流れていかないんですよ、高いと。

だから、ボイラーを下げる工面、技術改良、コ

ストダウン、そういうところをやっていく必要

がありますので、これ以上聞きませんけど、よ

ろしくお願いしておきます。

それでは、次に、その他の報○外山衛委員長

告事項についての質疑をお願いしたいと思いま

す。

エコクリーンプラザの追加資料を○十屋委員

いただいた中で、濵砂委員が一般質問でかなり

質問されましたので、おおよそわかったんです

が、ここの文章だけ読ませていただくと （１）、

基礎工事の変更ということであるんですけれど

も、当然、基礎工事を変更する場合には新しく

設計したんですよね。そのときのデータはその

ときにとったもなのか、そこをまず教えていた

だけますか。

今回、深礎ぐいを掘○大坪環境対策推進課長

るわけですけれども、当然、池本体の真下にな

ります したがいまして 事前にその部分はボー。 、

リング調査できなかったんです。周辺だけ、主

な地点だけボーリング調査をしまして、当時の

図面と照合しまして、大体の推測をして設計を

いたしております。したがいまして、深礎ぐい

を打ち始めて、実際にどのくらいかがわかると

いう状況にありました。やっぱり掘ってみたら

想定よりも深かったんです。したがいまして、

全面的にボーリング調査をやるということに

なって、再設計をしているという状況でござい

ます。

ということは、前のデータと回り○十屋委員

を掘ったものとあわせて設計をしたということ

ですね。この前も、矢板で暗渠をぶち抜いたと

いうのがありましたが、今回もまた暗渠につい

ては （２）の中で、存在を把握していたが、正、

確な位置、深さがわからなかったというような

話なんですけど、これはもともと以前の設計が

あって、それと現場とがわからないというのが

ちょっと理解できないんですけれども、そのあ

。たりはどういうふうな協議をなされたんですか

当然ながら、ここは○大坪環境対策推進課長

当時、日本技術開発というところが設計をしま

して、そして三井住友ＪＶというところが施工

しているんですが、今回の補強工事の詳細設計

に関しましても、日本技術が中心になって設計

をいたしております。したがいまして、最大限

わかり得る範囲内では理解していたと思うんで

すけれども、実際掘ってみますと、そこよりも

深いところに岩盤が出ましたり、あるいは暗渠

の場所があったりということで、今回、設計変

更になっているわけです。

もう一回確認しますけど、最初の○十屋委員

計画、つくったときも同じ設計屋さん。今回も

また同じところで、不思議に思うのは、何でこ

ういう初歩的なミスをされるのかと。同じ会社

でしょう。ということで、暗渠の存在はわかっ

ているけど、想像ができなかったというのは、

逆にちょっとわからないんですけど、そのあた

りは何か会社の中での問題はないんですか。

当然ながら、日本技○大坪環境対策推進課長

術開発に対しましては、当時の設計とかその後

、 。の施工監理 いろんな問題があったと思います

これは外部調査委員会でも指摘をされています

ので、今後そういったことを含めて損害賠償請

求の訴訟をしていくということで、現在作業を

進めております。ですから、今回は、日本技術
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が設計をして、さらにダブルチェックというこ

、とでもう一社設計コンサルに入っていただいて

そして慎重にやっているんですが、それでもわ

からないといいますか、不明な部分があるとい

うことで、その部分は、実際の現場対応といい

ますか、出てきた段階で補正していくしかない

かなというふうに思っております。

本当に正直、不思議なことで、普○十屋委員

通、設計してこの深さに埋めていますよという

のが、深い位置にあったり、浅い位置にあった

りというのは、全く想像つかないんです。不思

議なぐらい。１回ならまだわかるんだけど、こ

の前矢板の件もあって、またでしょう。そのあ

たりがなかなか理解しにくいのと、同じ設計屋

さんが同じミスをするというのは、やっぱり内

部的な問題があるのかなというふうに思わざる

を得ないんです。

工期が５月30日よりさらに延長するというこ

、 、とで いろんな経費が追加工事で出てきますね

設計も含めて。そうなった場合は、設計会社に

瑕疵があるのですか、それとも施工業者のほう

ですか。

今回の分につきまし○大坪環境対策推進課長

ては、どこに瑕疵があったのかというのは難し

い部分はあるかなというふうに思います。先ほ

ど申しましたように、深礎ぐいを何メートルに

するかという問題につきましては、正直申し上

げて、その現場を掘ってみないとわからないと

いう部分がありましたので、そこは瑕疵を請求

するのは難しいと思いますが、どちらにしまし

ても、この全体、今後、損害賠償請求するわけ

ですから、その中で余分にかかった分について

は請求をするということになろうかと思ってお

ります。

産業廃棄物税のことでお尋ねをい○鳥飼委員

たします。まず、14ページの（２）で教えてい

、 、ただきたいんですが 17年度２億462万1,000円

初年度は７月分から申告でということで、４月

から12月までの９カ月分になっています ちょっ。

、 、とわからないんですけど ４月から３月が普通

年度ですね。この収入がこういうふうになって

いるのはどういう理由なんでしょうか。

４四半期ごとに集計○大坪環境対策推進課長

をしまして申告していただくということになっ

ております。平成17年度に関しましては、７月

に申告をされた分からということになっていま

すので、７月、その次の……、17年の４月から

導入していまして、７月と10月と１月、３回分

の申告の合計になっています。したがいまし

て、17年度の分は９カ月分の申告ということで

ございます。それから、18年度に関しまして

は、18年の４月申告分ですから、18年の１月か

ら３月分が入ってきているということでござい

ます。

わかりました。若干ずれたという○鳥飼委員

ことで、あとは年度になっているということで

理解をいたします。

それで、成果のところの焼却処理でという黒

ぽつの２つ目ですけれども、焼却処理で課税さ

れた廃棄物の量は年々減少してきているという

ことです。５万1,914トン、それがどんどん減っ

てきていますよということですが、14ページの

表を見ると、埋め立て分というのは、焼却処理

をした分と焼却処理しないで埋めた分というの

が出てくるかと思うんですけれども、それはふ

えているということでよろしいんでしょうか。

先ほどもちょっと申○大坪環境対策推進課長

、 （ ） 、しましたが ここの ４ で記していますのは

県内で排出された分ということでございます。

その中で申しますと最終処分量はだんだん減っ
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てきていますので、要は環境に与える負荷とい

うのは少なくなってきているということで、一

。 、定の評価はできようかと思っております ただ

一方では、県外から県内に搬入されてくる分が

増加をいたしております。したがって、その部

分が、14ページの（２）の表では、最終処分の

税収額に反映してきているということでござい

ます。

そうしますと、この表を見るとき○鳥飼委員

には （４）の成果は県内分で （２）の税収で、 、

出てきている白いところについては、県外分も

含んだ分を計上しているということで理解すれ

ばいいわけですね。わかりました。

同じページで、監視指導体制の充○河野委員

実の結果、不法投棄の件数が減少に転じている

とありますが、例えば19年度、月でいうと何月

が一番多かったのか、その件数。20年度、何月

、 。が多くて 何件かというのを確認したいんです

ちょっと調べさせて○大坪環境対策推進課長

くださいますか。

21年度10月末現在で39ということ○河野委員

ですので、僕も、年末等、延岡の不法投棄の危

険がある箇所を調査するんですけど、年末とか

年度末というのは非常にぐっと来るので、成果

ということよりも、しっかりと監視体制という

のは維持していただきたいというのが一つのあ

れだったんですけど、また後から教えてくださ

い。

県外からの搬出が多いと。どうい○緒嶋委員

うところが多いんですか 県外から宮崎県に持っ、

てくるのは。

原則は県外から県内○大坪環境対策推進課長

に持ってくるのは禁止していますけれども、や

むを得ない場合は、事前協議を経まして承認を

しているケースがございます。具体的に申しま

すと、九州管内で出た廃棄物で、そこの県でど

うしても処理ができない分というのがございま

す。例えば鹿児島県なんかは、産業廃棄物の最

。 、終処分場がまだないんですね したがいまして

鹿児島県内で出た産廃について宮崎県内に搬入

させてくれというふうな事前協議は、結構あり

ます。そういうことで、九州管内でどうしても

やむを得ないというものに関しては対処してい

るということでございます。

県外から持ってくる人と県内の人○緒嶋委員

は、税金そのものは変わらんのですか。

同額でございます。○大坪環境対策推進課長

ある程度差をつけていいんじゃな○緒嶋委員

いですか。

これは九州各県で同○大坪環境対策推進課長

じルールで導入していますので、どちらかに差

を設けると安いほうに流れるということがござ

いますので、税額は一緒ということで整理して

おります。

特に鹿児島なんか最終処分場を持○緒嶋委員

たんところは、本当は、お互いの県内でそうい

う一つの処分場はどうしてもつくらにゃいかん

というあれがあると思うんですけど、それだっ

たら、逆に言えば、宮崎県のほうにどんどんや

れば県内につくる必要はないじゃないかという

ことにもなるだろうと思うんですが、そういう

ことからすれば、九州管内である程度調整せ

にゃ、満杯になればどこかまた別なところにつ

くらにゃいかんわけですね、最終処分場を。そ

ういうことを考えた場合には、鹿児島県のよう

なことで、宮崎県もつくらんでほかの県に持っ

ていきゃよかったというようなことになる可能

性もあるような気がするんですが、そのあたり

はどうかな。

もちろんそれぞれ都○大坪環境対策推進課長
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道府県ごとに、自分のところの県で出た分は、

それぞれ責任持って処理するというのは大原則

だと思いますので、鹿児島県のほうでも今、公

共関与による産廃場の建設の準備が進められて

いるというふうに伺っています。したがいまし

て、各県ともそれぞれの努力はされていると思

います。逆に本県からも、本県内で処理できな

い分が県外、九州各県に出ているという事例も

ありますので、そこはお互い努力をしながら、

難しい部分は補完しながらということでやって

まいりたいというふうに考えております。

具体的に、宮崎県で最終処理がで○緒嶋委員

きないものというのはどういうのがあるわけで

すか。

例えばＰＣＢを含ん○大坪環境対策推進課長

だ廃棄物等に関しましては、本県では処分がで

きませんので、北九州のほうに持っていってい

る事例等があります。

先ほど河野議員がおっしゃいました１カ月ご

とのデータですが、申しわけございません、集

計がないようですので、改めて整理をして御報

告させていただきたいと存じますが、いずれに

しましても、今、宮崎県内で18名の監視員が常

時活動をいたしています。県内全域にわたって

厳しい監視体制を敷いているつもりでございま

すので、年末年始も含めて、しっかりとした監

視体制を維持していきたいと考えております。

先ほど外山委員のほ○森山村・木材振興課長

うから御質問がございました木質ペレットの生

産施設数、全国でどのぐらいあるのかという御

質問でございました。平成20年度末で63施設、

生産量としまして３万7,670トンが生産されてい

ます。

、 。○外山衛委員長 では その他でございますか

この委員会で調査に行ったと○外山三博委員

きに、名古屋の中部国際空港に行って、広い見

学コースは外にあるんですが、そこを見ておる

とき、下の床材が、木材でもないし、化学合成

でもない。聞いたら、プラスチックに木のくず

を加えた材料のものだと。御承知のように、中

部国際空港は、環境に非常に配慮した空港、い

ろんな面でやっておるんです。ですから、単純

にプラスチックじゃなくて、木材を加えたとい

うのもあるんでしょうが、その後、岡山の真庭

に行ったんです。そこで木材の加工工場に行っ

たときに、プラスチックに木材の細かくしたの

を加える研究を今しておるというような話があ

りまして、これが相当出ていくということにな

れば、宮崎で、いろんな木を使って、木のくず

にしてそれと足していくことはできるわけです

ね。その実態ですよ、今私が言ったような商品

。 。が宮崎県ではあるんですか 出ているんですか

実態的にはほとんど○森山村・木材振興課長

ないといっていいと思います。中部国際空港に

あるのはＷＰＣといいまして、ウッド・プラス

チック・コンビネーションという頭文字をとっ

てＷＰＣということなんですけれども、どちら

かといいますと廃材ですね、建築廃材を細かく

つぶして、プラスチックとまぜまして、木材プ

ラスチックの再生複合材ということで出回って

いるようでございます。例えばそういった床材

ですとか、公園の枠材とか、そういったものに

使われているようでございまして、木質の材料

を30％から70％の間で混入してプラスチック化

されるということでございます。

メリットとしましては、成形が簡単で、乾燥

や収縮がないということがございますけど、デ

メリットとして、くぎ打ちができないというよ

うなことになっているようでございます。工場

、 。は県外にございまして 本県にはございません
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宮崎のいろんな木を使う市場○外山三博委員

になる可能性があるので、少し情報を収集して

もらって研究してみてください。お願いしてお

きます。

川南の遊休の森か何かに敷いてな○図師委員

かったですか。都農ですか、都農ワイナリーの

遊歩道がその素材じゃなかったですか。

遊休の森は、チップ○森山村・木材振興課長

とモルタルアスファルトをまぜて色をつけたも

のを施工しているものだったと思います。

あれとはまた別なんですか。○図師委員

はい。別です。○森山村・木材振興課長

、○松村副委員長 その他のその他ですけれども

最近、児湯郡で、リサイクル業者の方が負債を

抱えられて事業停止されていると新聞に出たん

です。私も中身はよくわからないんですけれど

も、そういうリサイクル業者の方々の現状につ

いてはどうなんでしょうか。それと、川南の業

者さんについては、どういう理由で事業として

成り立たなくなったのか。あるいは、鉄くずと

かそういうものに関しては、リサイクルがよく

て、輸出の関係もよくて、非常によかったけれ

ども、最近は厳しいんだという話もいろいろ聞

いているんです。今回、川南でリサイクル業者

さんの方が大分大きな負債を抱えられて倒れら

れたみたいですけど、この件に関して情報とか

何かございますでしょうか。

リサイクルに関しま○大坪環境対策推進課長

しては、産業廃棄物協会ともいろんな話をして

いるんですが、製品を開発したり、開発しても

販路を拡大するのが非常に難しいという話がご

ざいまして、そういったことを、何とかこの産

廃税を活用して県としてももっと支援してくれ

ませんかというふうな要望があっております。

今、御質問にありました児湯の事例につきまし

ては、早速、先週、職員が行って現状を調べて

きております。きょうは週明けですので、まだ

詳細な中身は確認していませんけれども、いず

、 、れにしましても そんな問題が発生しましたら

すぐ県も現地に行って、市町村と一緒に状況を

把握したりということはやっている状況でござ

います。

特にリサイクルの中でもその○松村副委員長

他の廃プラという部分のところが、当初は、燃

料化とかいろんな形で将来性を感じてとか、あ

るいは大きな溶鉱炉を持ったところや電力関係

で使えるということで、それを見込んで進めら

れた経緯もあるんですけれども、ある意味その

問題がむにゃむにゃとなってしまって、そこで

、 、その事業に乗り出した方が 犠牲といいますか

行政も含めてそちらの方向がはっきりしない中

で、投資に対する需要が見込めないという形で

資金繰りに困られたという大体の経緯じゃない

かと思うんですけれども、そのあたりの事業に

対しての展開とか、その辺をもう少し明らかと

いいますか、しっかり調査して、産廃の業者さ

んたち、リサイクル協会の方々にも、いろいろ

協議して、今後の事業に対する指導なりをして

いただけるとありがたいと思っています。

当然ながら そういっ○大坪環境対策推進課長 、

た方々は中小企業に該当するわけですから、商

工で持っていますいろんな資金制度もあります

ので、柔軟にといいますか、両部連携して対応

していきたいと思っております。

児湯郡の結果等とか調査の内○松村副委員長

容がわかりましたら、またお知らせください。

ありがとうございます。

これは一般質問でもあったんだけ○緒嶋委員

ど、合併浄化槽ですよ。下水道はそれぞれ市町

村が、自治体が関与するし、農業集落排水も大
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体そういうことになって地域が団体だが、やは

り今後は、合併浄化槽は、コストの面でも、特

に中山間地とか農村地帯では大変有益な、河川

浄化あるいは環境浄化等いろいろな意味で私は

絶対やらにゃいかんと思っているんです。今、

単独の浄化槽はないわけですが、宮崎市の佐土

原とか綾とかはまあまあ頑張っておるという話

も聞くんですけれども、ほかの市町村がなぜこ

れに積極的な対応をしないのか。そういう全体

を、環境を守るという、今は地球環境をどうす

るかという大きなテーマもあるわけですが、そ

ういう中で、なぜ市町村がこれに乗り気が薄い

のか。一番根本的なものは何ですか。私は、個

人としては、物すごく補助制度も充実しており

ますから、受け入れやすいと思うんですが、そ

こ辺がなぜかなというのがいつも懸念材料なん

、 。ですが このことについてどう考えておるのか

市町村設置型がなかなか進○堤環境管理課長

まないと。一つには、新たな制度に取り組むと

いう観点で、市町村としては、財政上厳しい中

で、それに対して消極的であるというのがある

かと思います。もう一つは、通常、合併処理浄

化槽の補助金は環境の担当課がやっている場合

が多いと。市町村設置型になりますと、どちら

かというと、料金徴収であったり、入札によっ

て設置するということで、下水道担当課のほう

が理解がいいと。そういった担当課が消極的で

あるといった事情や、料金徴収体制の組織をつ

くらないといけない。そういったもろもろのこ

とがあって、なかなか前に進まないという状況

があるかと思います。現在、市町村長さんを訪

問して、県の支援制度であるとか、国の動きで

あるとか、あるいは県内の２市１町がどういう

体制で取り組んでいるか、そういったことを説

明して回っているところでございます。

これは個人で設置しても、後の管○緒嶋委員

理運営をうまくやっていただかんと、かえって

。環境を悪化するようなこともあり得るわけです

環境を守るのは、やはり自治体の責任だと思う

んです。そうなれば、できるだけ自治体の関与

型のほうに持っていくということを積極的にや

らんと、今、温暖化対策とか何とか言っておる

けど、すべてがそういうものにつながってくる

と思うんです。これはまだ県も、今、訪問して

と言われましたが、もうちょっと積極的に市町

村の議会も含めてやらんと、首長さんだけでは

財政のこともあるということと、交付税措置が

どうなるのかとかいろいろなことも含めてやっ

ていかんと、本当の環境浄化にはならんのじゃ

ないか。集金のことを言われましたが、個人的

には出すわけですから、それを組織としてやる

ことで市町村がそこまでちゅうちょする必要は

ないんじゃないかという気もするわけですし、

検査料そのものも格差がある。ある意味では、

市町村・団体がやるということであれば、そう

いう手数料等も減額になって、それぞれの個人

の住宅なんかもメリットが出てくるんじゃない

かという気がするわけです。これは環境管理課

が、部長を中心に、市町村ともタイアップして

整備していく。これが最も必要じゃないかとい

うことを痛切に感じておりますし、やったとこ

ろは、それでよかったと、どこでも言っておら

れるわけです。だから、もう一歩踏み出せばか

なり伸びるんじゃないかという気がしてならん

わけです そのあたりの今後の努力を最大限やっ。

てほしいと思うんですけど、部長、このあたり

はどう思っておられますか。

おっしゃいますように、○吉瀬環境森林部長

合併処理浄化槽、それも市町村設置型というの

は、経済性、設置した後の管理という面から、
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非常に有効な手だてだと思っておりますので、

今、課長が説明しましたように、県のほうとし

ても真剣になって各市町村にＰＲしていきたい

というふうに思っております。

その他ございますか。○外山衛委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして○外山衛委員長

環境森林部を終了いたします。執行部の皆様、

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。なお、委員の質疑は、執行部の説明が

すべて終了した後にお願いをいたします。

。○伊藤農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いします。

まずは一言お礼を申し上げたいと存じます。

副委員長には、大変御多忙の中、11月22日に開

催されました宮崎県食育・地産地消推進大会に

御出席をいただきまして、まことにありがとう

ございました。心からお礼を申し上げたいと存

じます。

それでは、恐縮ですが、座って説明させてい

ただきます。

お手元の「環境農林水産常任委員会資料」を

１枚お開きいただきたいと思います。

、 、 、本日 農政水産部からは 議会提出議案４件

議会提出報告１件、委員会報告事項３件につき

まして、御説明をさせていただきます。

資料の２ページをごらんください。まず、平

成21年度補正予算についてでございます。議案

第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算 第「 （

５号 、議案第２号「平成21年度宮崎県農業改）」

良資金特別会計補正予算（第１号 」を一括して）

表示しております。今回の補正は、国庫補助決

定等に伴うものが主な内容であります。

、平成21年度歳出予算課別集計表の中ほどの列

平成21年度の補正額の欄をごらんいただきたい

と思います。網かけして表示しております一般

会計の合計の欄にありますように、11月補正と

いたしまして、１億4,996万8,000円の増額補正

をお願いしております。また、特別会計につき

ましては、下から２段目の合計の欄にあります

ように、5,934万円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、一般会計と特別会計を合わせ

ました農政水産部全体の補正後の予算額は、一

番下の網かけの欄にございますとおり、456

億5,620万2,000円となります。補正の詳細につ

きましては、後ほど関係課長から説明させてい

ただきます。

次に、資料の３ページをごらんください。繰

越明許費についてでございますが、農村整備課

、 、の公共土地改良事業など６つの事業 18カ所で

合計17億6,565万円の繰り越しをお願いいたして

おります。これらは、用地交渉及び関係機関と

の調整等に日時を要したことによるものや、工

法の検討等に日時を要したことによるものでご

ざいまして、現時点で繰り越しが見込まれるも

のでございます。

次に、下のほう、債務負担行為についてでご

ざいます。平成21年度農業経営基盤強化資金利

子助成につきまして、融資枠の拡大に伴う債務

負担の変更をお願いしております。

次に、資料の４ページをお願いいたします。

議案第６号「宮崎県における事務処理の特例に

関する条例の一部を改正する条例」につきまし

ては 農業協同組合法による事務のほか ９ペー、 、
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ジまでになりますが、３件につきまして、本条

例における関係規定を改正するものでございま

す。これらにつきましては、後ほど関係課長か

ら説明させていただきます。

次に、資料の11ページをごらんください。議

案第11号「損害賠償の額の決定について」でご

。 、ざいます 農政水産部の出先機関におきまして

平成20年11月25日に発生しました県有車両によ

る交通事故についてでございますが、４の損害

賠償額に記載しております322万1,743円につき

まして、300万円以上ということで県議会の議決

をお願いするものでございます。なお、事故の

内容等につきましては、後ほど関係課長から説

明させていただきます。

以上が議会提出議案でございます。

次に、議会提出報告についてであります。県

有車両による事故の損害賠償額が決定しました

ので、御報告いたします。内容は、ここに記載

されているとおりでございますが、農政水産部

といたしましては、職員に対しまして、機会あ

るごとに交通安全に対する意識の啓発に努めて

いるところでございますが、今後さらに再発防

止に向けまして、厳重に指導してまいります。

続きまして、委員会報告事項についてであり

ます。12ページをごらんください。本日は、報

告事項といたしまして、農家民宿についてほか

２件につきまして、後ほど関係課長から説明さ

せていただきます。

それでは、最後に、資料はつけておりません

けれども、１点だけ御報告をさせていただきま

す。

去る11月23日に、平成21年度農林水産祭が開

催されまして、本県から出品いたしました２部

門において天皇杯を受賞いたしました。受賞さ

れたのは、園芸部門の宮崎県果樹振興協議会亜

、 、熱帯果樹部会と 畜産部門の川南町の養豚経営

山道義孝氏であります。この天皇杯は、農林水

産関係の顕彰事業の最高峰とされ、ことしは全

国500を超える農林水産大臣賞の中からの受賞で

あります。本県は、今回７部門中２部門の同時

受賞で、これは初めての快挙であり、また、園

芸部門での受賞は48回の歴史の中で初めてでご

ざいます これらの成果は 生産者 関係機関・。 、 、

団体が一体となったたゆまぬ努力のたまもので

ございまして、本県農業の底力を全国に知らし

。める絶好の機会になったものと思っております

議会におかれましては、今後とも、本県農業・

農村の振興、発展のため、御指導、御鞭撻のほ

どをよろしくお願い申し上げます。

私からは以上でございます。よろしく御審議

のほどお願いいたします。

。○上杉農政企画課長 農政企画課でございます

農政企画課につきましては、今回補正予算はご

ざいませんので、議案第６号の「宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 、また、議案第11号の「損害賠償の額の」

決定について」の２件につきまして、御説明を

させていただきたいと思います。

まず、お手元の常任委員会資料の４ページを

お開きください。農政企画課からは、事務処理

の特例に関する条例の改正のうち、農業協同組

合法による事務に関する部分につきまして御説

明をさせていただきたいと思います。

まず （１）改正の理由、また （２）改正の、 、

概要でございますけれども、本県につきまして

は、農事組合法人の利便性の観点から、これま

で事務処理特例条例で位置づけておりませんで

した農業協同組合法の規定による農事組合法人

に関する事務につきまして、具体的には、都城

市内を地区とする農事組合法人に関する設立届
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け出の受理等の事務を、都城市に移譲するもの

でございます。

また （３）施行期日につきましては、平成22、

年４月１日となっております。

県といたしましては、今回の条例改正により

まして、農事組合法人に係る事務が円滑に処理

されますよう、適切な指導監督を行ってまいり

たいと考えております。

次に、同じく常任委員会資料の11ページをお

開きください。議案第11号の損害賠償の額の決

定についてでございます。

１番の事故発生日時、また２番の事故の内容

でございますけれども 本件は 平成20年11月25、 、

日に、県有車両が交差点を左折しようとしたと

ころ、後方を走行していた相手方のバイクが当

該県有車両の左後部に追突したものでございま

す。

次に、４番の損害賠償の額でございますけれ

ども、この事故による相手方の損害につきまし

ては、右肩の鎖骨の骨折、バイクの前輪カバー

の破損となっておりまして、総額は322万1,743

円。内訳につきましては、人身損害額が320

万4,565円、物件の損害額が１万7,178円となっ

。 、 、ております なお この賠償金につきましては

その全額につきまして、自賠責保険または任意

保険から支払われるということになっておりま

す。

交通安全につきましては、これまでも機会あ

るごとに職員の意識の強化に努めておりました

ところでございますけれども、今後とも一層の

徹底が図られますよう取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

農政企画課からの説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

地域農業推進課で○山之内地域農業推進課長

ございます。

まず初めに、補正予算について御説明いたし

ます。お手元の補正予算説明資料の47ページを

お願いいたします。地域農業推進課の補正予算

額は、左から２番目の欄にございますように、

一般会計で3,696万2,000円、特別会計で5,934万

円の増額をお願いしております。この結果、補

正後の一般会計予算額は、右から３番目の欄に

ございますように、43億4,021万7,000円、特別

会計予算額は２億2,729万9,000円となります。

続きまして、49ページをお願いいたします。

こちらのほう、事項別ということになってござ

います （事項）青年農業者育成確保総合対策事。

業におきまして、就農支援資金対策事業で1,807

万5,000円の増額でございます。これは、就農支

援資金の需要が増加したことに伴いまして、貸

付枠を拡大するため、一般会計から特別会計へ

の繰出金を増額するものでございます。

それから （事項）中山間地域活性化推進費に、

おきまして、中山間地域直接支払基金積立金

で1,888万7,000円の増額でございます。これは

国の交付決定に伴う補正でございまして、中山

間地域等直接支払制度推進事業の財源基盤をよ

り強固にするため、国から追加交付を受けるも

のでございます。

続きまして50ページをお開きください。特別

会計でございますけれども、農業改良資金特別

会計の（事項）就農支援資金対策費におきまし

て、貸付金、保証制度円滑化対策費補助金及び

取扱手数料補助といたしまして、合計で5,934万

円の増額でございます。これは、就農支援のた

めの無利子資金の貸し付けに要する経費でござ

いまして、今回の補正は、先ほど49ページで御

説明いたしましたように、一般会計からの繰入

金1,807万5,000円、県債、すなわち国からの借
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入金3,572万6,000円等を主な財源としておりま

す。これにより貸付枠は5,870万円余広がり、２

億2,382万円余となります。

続きまして、事務処理の特例に関する条例の

一部を改正する条例のうち 「青年等の就農促進、

のための資金の貸付け等に関する特別措置法」

による事務に関する部分につきまして御説明い

たします。資料につきましては、お手元の常任

委員会の６ページとなっております。

まず （１）と（２）の改正理由、それから概、

要でございますが、県では、住民に身近な行政

サービスは、できる限り住民に身近な市町村で

担うことを基本に、市町村の希望、選択による

権限移譲を推進してきておりまして 既に平成20、

年４月、昨年の４月でございますが 「青年等の、

就農促進のための資金の貸付け等に関する特別

措置法」に基づく就農計画あるいは計画変更の

申請書の受理事務につきまして、高鍋町と新富

町を除く各市町村に移譲したところでございま

す。今回新たにこの２町が取り扱いを希望する

こととなりましたために、関係規定の改正を行

うものでございます。この２町を追加すること

により、当該事務は、県内のすべての市町村に

権限移譲されることとなります。

（３）の施行期日でございますけれども、来

年４月１日を予定してございます。

県といたしましては、今回の条例改正により

、就農計画に係る事務が円滑に処理されますよう

適切な指導監督を行ってまいりたいと考えてお

ります。

地域農業推進課からの説明は以上でございま

す。

畜産課でございます。まず、○山本畜産課長

補正予算について御説明を申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の51ページをお開

きください。畜産課は、一般会計6,123万4,000

円の増額補正をお願いいたしております。この

結果、補正後の予算額は53億6,926万5,000円と

なります。

補正の内容について御説明いたします。１枚

めくっていただきまして53ページをお開きくだ

さい。上の表、５段目 （事項）畜産経営環境保、

全事業費の5,123万4,000円の増額についてであ

ります。これは、家畜排せつ物の適正処理や利

活用に必要な浄化槽や堆肥化施設等を整備する

もので、都城市の事業主体、これは養豚場であ

りますけれども、国庫補助事業対象となったこ

とによるものでございます。その下、２つの新

規事業につきましては、別冊の環境農林水産常

任委員会資料で御説明をさせていただきます。

。 、資料の18ページをお開きください 新規事業

県有種雄牛凍結精液需給管理業務支援事業につ

いて御説明いたします。

事業の説明に入ります前に、県有種雄牛の凍

結精液につきましては、畜産試験場における盗

難事件を契機といたしまして、県外への流出が

指摘されたことなどから、その管理体制を強化

するための検討を進めており、その方向性等に

つきましては、９月議会の常任委員会で御報告

をしたところでございます。検討結果等につき

ましては、この後、家畜防疫対策監より報告を

させていただきますが、ここでは、今回補正予

算でお願いしております、管理体制強化の根幹

となります凍結精液の需給管理システムの整備

について御説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、資料の19ページ、上段をご

らんください 現在 県有種雄牛の凍結ストロー。 、

は、家畜改良事業団から地域の家畜改良協会を

経まして各人工授精師に配付されており、スト

ローの配付を受けた家畜人工授精師は、その利
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用状況を情報入力システムにより家畜改良事業

団へ報告することになっております。しかしな

がら、現行システムでは、精液ストローを破損

した場合などは把握できないことや、使用の都

度報告することが担保されていないことなどか

ら、すべての利用状況が確認できているとは言

えない状況にございます。

このため、右にありますように、携帯端末に

よるインターネットを使った需給実績の報告体

制を整備いたしまして、その結果をもとに、左

にありますように、県としての立入検査時に利

用実績を確認する体制を整備することとしたと

ころでございます。

下段をごらんください。今回、家畜改良事業

、団に精液の需給管理システムを導入することで

家畜人工授精師は、所持する携帯端末を使いま

して、人工授精情報の入力のみならず、他への

譲渡や毀損時にも入力することで、その情報が

リアルタイムに家畜改良事業団へ報告されるこ

とになっておりまして、人工授精師自身が保有

する精液の在庫確認が明確になるとともに、家

畜改良事業団はもとより、県もインターネット

回線を活用しまして利用状況を把握・監視でき

る体制が整えられることになっております。

18ページに戻っていただきまして、１の事業

の目的の３行目にありますが、御説明いたしま

したように、リアルタイムな県有種雄牛凍結精

液の需給管理システム整備に加えまして、後ほ

ど御説明いたします管理・検査体制を一体的に

運用し、コンプライアンスに軸足を置いた人工

授精業務を行うことで、総合的な需給管理体制

の確立を図ることといたしております。

。 、２の事業概要でございます 予算額は800万円

事業主体は、社団法人宮崎県家畜改良事業団を

予定いたしております。

次に、20ページをお開きください。同じく、

新規事業、自給飼料安全確保対策事業でありま

す。恐れ入りますが、21ページ、横書きのほう

をごらんください。左上の背景にありますよう

に、先般、五ヶ瀬町において、地下式サイロで

の酸欠が原因と見られます死亡事故があり、３

名の方が亡くなり、お一人がいまだに意識不明

。の重体という大変痛ましい事故がございました

事故が起きました地下式サイロは非常に古いタ

イプのもので、現在県内では、地上式や半地下

式のものが主流になっております。この地下式

サイロは、西臼杵地域を中心に約880基が設置さ

れておりまして、このうち約500基が現在も使用

。 、 、されている状況にございます このため 右上

地域での対応にございますように、西臼杵地域

では、今回の事故を契機といたしまして、地下

式サイロから地上式への移行を誘導することと

いたしておりまして、西臼杵３町では、写真に

ありますようなＦＲＰ製の簡易型サイロに対し

まして補助を行うことを検討中で、当面、３月

までにサイレージ調製を行う農家分の約100基に

ついて整備が必要としているところでございま

す。

、 、下段にありますように 県といたしましても

今回の事故をきっかけに地下式サイロが使われ

なくなりますと、自給飼料の減少や離農にもつ

ながりかねないことから、同様に、今回100基の

整備に対し補助させていただくこととし、残り

については、平成22年度予算で対応することと

したところでございます。

20ページに戻っていただきまして、中ほど２

の事業の概要でございます。予算額は200万円、

事業期間は、今年度から平成22年度まで。事業

主体は、農業協同組合等といたし、地下式サイ

ロから地上式の簡易型サイロに移行する場合、
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その経費の３分の１を助成することといたして

おります。

畜産課は以上でございます。よろしくお願い

いたします。

。○矢方農村計画課長 農村計画課でございます

まず、補正予算についてでございます。お手

元の歳出予算説明資料の55ページをお願いいた

します。農村計画課は666万円の増額補正をお願

。 、 、いしております この結果 補正後の予算額は

右から３番目の欄でありますが、52億7,862

万3,000円となっております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。57ページをお開きください。

（事項）農業経営基盤強化事業事務費でござ

、 。いますが 666万円の増額をお願いしております

これは、国庫補助が増額決定されたことに伴う

補正であります。内容といたしましては、国有

農地等管理処分事業におきまして、川南町にあ

る自作農財産でのり面を形成している部分が崩

落しており、その崩落箇所の補修工事に要する

経費として460万円、ほか、宮崎市内の自作農財

産の不法侵入等を防ぐためのフェンスの設置等

に要する経費として206万円をお願いしておりま

す。国の補助率10分の10の交付金を充当するも

のでございます。

次に、議案第６号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてでございます。農村計画課からは 「農地、

法による事務及び農業振興地域の整備に関する

法律」による事務に関する部分について御説明

いたします。

資料につきましては、お手元の環境農林水産

常任委員会資料の８ページから10ページとなっ

。 。 、ております ８ページをお開きください まず

農地法でございます。農地法による事務では、

現在、農地の権利移動の許可や、２ヘクタール

以下の農地転用の許可などの権限を、宮崎市と

清武町に権限移譲いたしております。

（１）の改正理由と（２）の改正の概要につ

きまして、あわせて御説明いたします。２つご

ざいます。１つ目は、①にありますとおり、農

地法の改正に伴い、現在の条例の別表に記載し

ております現行農地法の条文の条項にずれが生

じましたために、それを改正法の該当条項に合

わせるものでございます。２つ目は、②にあり

ますとおり、宮崎市と市町村の合併に伴い、別

表の権限移譲市町村の欄を改正するものでござ

います。具体的には、下段の新旧対照表におい

。て下線で示すように改正するものでございます

次に （３）の施行期日でございます。①にあ、

りますように、別表19の２の項の改正規定中、

、 （ ）９ページの表の中でございますが 下線の ６

から（12）に係る部分につきましては、この条

例の公布の日から起算して１月を超えない範囲

において規則で定める日となっております。市

町村合併に伴う部分につきましては、②にあり

ますように、合併の日の平成22年３月23日であ

ります。

次に、10ページの農業振興地域の整備に関す

る法律、いわゆる農振法による事務でございま

す。農振法による事務では、現在、農用地区域

内における開発行為の許可などを清武町に権限

移譲いたしております。

（１）の改正の理由であります。平成22年３

月23日に宮崎市と清武町が合併するために、関

係規定の改正を行うものでありまして、改正の

概要といたしましては、下段の新旧対照表に記

載のとおり、市町村の欄から清武町を除外し、

新たに、合併後の新市、宮崎市を追加するもの

でございます。現在の宮崎市から見ますと、合
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併を機に、新たに農振法による事務の権限移譲

を受けることとなります。

なお、施行の期日は、合併の日、平成22年の

３月23日であります。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

農村整備課でございます。○西農村整備課長

補正予算につきまして御説明させていただきた

いと思います。

お手元の別冊でお配りしております「平成21

年度11月補正歳出予算説明資料」の59ページを

お開きいただきたいと思います。農村整備課関

係の補正予算としましては、一般会計で1,711

万2,000円の増額補正をお願いしております。そ

の結果、11月補正後の予算額につきましては、

右から３番目の欄にありますように 159億9,742、

万5,000円となります。

内容につきましては、１ページめくっていた

だきまして、61ページをごらんいただきたいと

思います。４行目の農業振興費の中の（事項）

、農業農村振興対策事業費でございますけれども

市町村が事業主体となって実施をいたします里

地棚田保全整備事業への国庫補助決定に伴う補

助金としまして、1,711万2,000円の増額補正を

。 、お願いしております この事業につきましては

五ヶ瀬町寺村地区ほか１地区への補助金として

お願いしているものでございます。

農村整備課からは以上でございます。

漁港漁場整備課でご○山田漁港漁場整備課長

ざいます。平成21年度11月補正予算について御

説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の63ページをお開

きください。漁港漁場整備課の11月補正額は、

一般会計で2,800万円の増額補正をお願いしてお

ります。この結果、補正後の予算額は、右から

３番目の欄にありますように 51億2,100万5,000、

円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。次の65ページをお開きください （事項）水。

産基盤漁港整備事業費の2,800万円の増額です

が、これは、漁港整備を行う公共事業に要する

もので、国の１次補正に係る補助事業の追加交

付があったこと等により、下の欄に書いてあり

、ます１の広域水産物供給基盤整備事業において

北浦漁港の岸壁改良の工事進捗等を図るもので

あります。

漁港漁場整備課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

地域農業推進課で○山之内地域農業推進課長

ございます。農家民宿について御説明申し上げ

ます。常任委員会資料の12ページをお開きくだ

さい。

まず、１の農家民宿の定義等でございます。

近年、人々の健康志向や環境意識の高まりの中

で、農山漁村の魅力を体感できる農家民宿が、

グリーン・ツー・リズムの拠点施設として注目

されるようになってきております。このような

中、平成６年に 「農山漁村滞在型余暇活動のた、

めの基盤整備の促進に関する法律」が制定され

まして、この法律の中で、都市住民等を宿泊さ

せ、農業体験などを提供する営業を、農林漁業

体験民宿業と定義されました。そして、一般的

に、農林漁業者が営みます農林漁業体験民宿を

「農家民宿」と呼んでおります。なお、宿泊料

をいただいて人を宿泊させる営業につきまして

、 。は 旅館業法で知事の許可が必要でございます

その際、客室の延べ床面積が33平米以上という

のが対象となるわけでございますが、農家民宿

については、特例措置により、延べ床面積が33

平米未満であっても営業許可が取得できるとい
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うことになっております。参考として、本県の

農家民宿の開業状況を表に示しております。平

成20年度末で73軒の農家民宿がございますが、

平成15年度末と比較すると34軒、約87％の伸び

となっております。地域別には、県北から県南

まで県下全域に広がっておりますが、特に西臼

杵地区や東臼杵地区が全体の過半数を占め、中

山間地域の活性化に寄与しているところでござ

います。

続きまして、13ページをお願いいたします。

２の農家民宿に係る旅館業法等の取り扱いの経

緯でございます。

農家民宿につきましては、平成15年以降、国

におきましてさまざまな規制緩和措置がとられ

てきましたが、本県では、旅館業法の取り扱い

につきまして、地域から県の統一的な方針を定

めてもらいたいという意見が寄せられたところ

でございます。

これを受けまして、農政水産部と福祉保健部

で、県として農家民宿を積極的に推進していく

ことを確認するとともに、平成20年８月、昨年

の８月でございますが、福祉保健部におきまし

て 「農林漁業体験民宿関係施設に係る構造設備、

基準の取扱い」というものを定めまして、各保

健所に通知いたしました。これによりまして、

各保健所における運用基準が明確となり、特に

家屋を改修することなく農家民宿の許可取得が

可能となったところでございます。

また、昨年10月でございますけれども、農政

水産部と福祉保健部で、農家民宿開業研修会と

いうものを開催いたしまして、規制緩和等の説

明を行うなど、農家民宿の開業促進を図ったと

ころでございます。これらの取り組みによりま

して、今年度に新たに許可を取得した農家民宿

は、11月末現在で20軒となっております。

なお、参考として、旅館業法、道路運送法、

旅行業法などの規制緩和の状況を示しておりま

す。

それから、３の今後の課題でございます。ま

ず、これまでの規制緩和の状況を広く周知いた

しまして、農家民宿の開業を促進すること。そ

れから、それぞれの地域の特色を生かしました

農業体験や加工調理体験等、魅力ある体験メ

ニューづくりを推進すること。そして、都市と

農村の交流を促進するため、情報発信をさらに

強化することが必要であると考えております。

今後とも、関係部局や関係機関との連携を図り

まして、これまで以上に農家民宿の開業を促進

することにより、都市と農村との交流を深め、

本県の農業・農村の活性化を図っていきたいと

考えております。

地域農業推進課からは以上でございます。

。○郡司農産園芸課長 農産園芸課でございます

同じ資料、常任委員会資料の14ページをお開き

ください。

戸別所得補償制度に関するモデル対策につい

てであります。国は、平成22年度の概算要求に

おきまして、地域農業の再生と食料自給率の向

上を目的といたしまして、平成22年産米から、

稲作農家の経営安定に向けた米の所得補償のモ

デル対策と、麦や大豆、飼料作物等の転作作物

に対する新たな助成対策の、２つの事業を実施

することとしております。

まず、１の米戸別所得補償モデル事業でござ

いますけれども、米の生産数量目標に即した生

産を行った販売農家に対しまして、所得補償を

直接支払いにより実施するというもので、概算

要求額は3,371億円となってございます。

。中ほどの図をごらんいただきたいと思います

具体的には、この事業は、米の生産に要する標
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準的な費用、生産費ということができると思い

ますけれども、この生産費を補償対象の水準と

して設定いたしまして、標準的な販売価格との

差額、定額部分ということで網かけが入ってお

りますけれども、この部分を全国一律で補てん

するという仕組みとなってございます。また、

右側にありますように、その年の米価が上がっ

て赤字部分が縮小しても交付額は減らないけれ

ども、米価が下がって赤字部分が膨らんだ場合

には、補償対象水準まで上乗せして助成をする

というふうな制度とされております。

この事業において、生産費を基準に補償水準

が設定されるということは、農家の再生産を確

保する上で一定の評価はできるというふうに考

えますけれども、下の表の１戸当たりの作付面

積と10アール当たりの米の生産費にありますよ

うに、１戸当たりの作付面積が0.5ヘクタールと

全国に比べ小規模農家が多く、10アール当たり

の生産費が16万1,779円と全国平均よりも高い本

県におきましては、生産費に見合う補償が受け

られないというふうな懸念もあるところであり

ます。

15ページのほうをごらんください。次に、２

の水田利活用自給力向上事業でございますけれ

ども、自給力の向上を図るため、水田を有効に

活用して、麦や大豆、米粉用米、飼料用米等の

生産を行う販売農家に対しまして、試食用米並

みの所得が確保できる水準を直接支払いにより

交付するというもので、概算要求額は2,167億円

となってございます。

助成対象作物と作物ごとの10アール当たりの

、 、単価は 表にあるとおりでございますけれども

表の下の米印にございますように、このほか

に、10アール当たり１万5,000円の二毛作助成が

実施されることとされております。

現行の対策との変更点といたしましては、中

段にございますように、これまでの対策では、

米の生産調整を達成した生産者が助成対象とい

うことでございましたが、今回の事業では、生

産調整とは関係なく、すべての生産者が助成対

象となることや、現行対策では、地域が決めた

水田農業ビジョンに基づき、対象作物や単価、

助成方法等を地域で決定しておったわけでござ

いますけれども、これが、対象作物と単価が全

国統一となっている点が大きな点かと思ってお

ります。助成体系が大幅に簡素化され、わかり

やすい制度となった反面、地域農業の実情を反

映しづらい制度になったということが言えよう

かと思います。

本県の場合、課題にございますように、本県

の重要な転作作物であります野菜等が対象にな

るのかどうか、現段階では明確になっていない

、 、ことや これまで構造改革を推進する観点から

団地加算等加算助成というのを行ってきた地域

では、助成金が大幅に減額になるケースも想定

され、特に集落営農組織に対する影響が懸念さ

れているところでございます。

現在示されている助成単価と平成20年度の転

、作の取り組み実績をもとに試算をしてみますと

下に表がございますけれども、ほぼ現対策と同

水準の助成金が見込まれるというふうに試算を

しているところであります。

これまでの対応でございますけれども、新た

な対策では、今申し上げましたように、さまざ

まな課題、不明な点があることから、団地化等

に対する加算助成や、野菜等の地域特産作物を

助成対象に加えることなど、地域の実情を踏ま

えた制度になるように、国のほうへ提案・要望

を行っているところでございます。

、 、最後に 今後のスケジュールでございますが
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、早期水稲を抱えております本県におきましては

次年度の営農準備の関係から、少しでも早い時

期に、県段階の方針や進め方につきまして農業

者に周知徹底することが重要であると考えてお

ります。このため、今週の金曜日になりますけ

れども、11日に、県水田営農対策協議会におい

て、当面の取り組み方針を検討し、その後、市

町村、ＪＡ等に対して説明を行いたいというふ

うに考えております。

いずれにいたしましても、御承知のとおり、

なかなか国の対策の詳細がわからない状況でご

ざいますけれども、水田農業の担い手像を今後

どうしていくのかという話と、構造改革の方向

性あたり、今後の水田農業のあるべき姿という

のを国に早く示していただきたいというふうに

考えております。そういう中で、地域としては

非常に難しい対応を求められているわけですけ

れども、私どもとしては、やはり現場の農業者

にできるだけ混乱が生じないように、国の今後

の動向も注視しながら適切な対応に努めてまい

りたいと、かように考えているところでござい

ます。

農産園芸課は以上でございます。

畜産課でございます。○児玉家畜防疫対策監

常任委員会資料の16ページと17ページをお開き

ください。県有種雄牛凍結精液の新たな需給管

理体制について御説明いたします。

これまでの取り組みといたしまして、８月26

日に、県及び県家畜改良事業団などで構成しま

す宮崎県家畜人工授精業務改善推進協議会を設

置しまして、県有種雄牛凍結精液の管理体制を

強化するため、今後の方針や目指すべき仕組み

について検討を始めたことを、９月の常任委員

会で御報告申し上げたところでございます。そ

の後、協議内容にありますように、適正な家畜

人工授精業務実施のための要領の検討と、県有

種雄牛凍結精液の利用状況を監視する体制の整

備について検討してまいりましたので、その結

果を御報告いたします。

２の検討結果についてであります。

（１）の監視体制の整備といたしまして、家

畜人工授精業務や県有種雄牛凍結精液の需給管

理が、今回の検討内容を遵守して適正に行われ

ているか管理・監督するため、宮崎県家畜人工

授精業務適正管理委員会を新たに設置すること

といたしております。そして、この管理委員会

におきまして、毎年、家畜人工授精業務の管理

指導や立入検査、県有種雄牛凍結精液の適正利

用等について協議することとしております。

次に （２）の利用実績の報告義務化について、

であります。家畜改良事業団から地域改良協会

を経て県有種雄牛凍結精液の譲渡を受けた家畜

人工授精師は、その情報を需給管理システムで

家畜改良事業団に報告するとともに、人工授精

を実施した場合や、凍結精液ストローの毀損等

があった場合にも、その都度、需給管理システ

ムにより家畜改良事業団に報告することとし、

また、家畜改良事業団は、凍結精液の利用実績

。を県に報告することとしたところでございます

これらの報告の不履行者に対しましては、家畜

改良事業団からの県有種雄牛凍結精液の譲渡を

制限することも規定をしておるところでござい

ます。

（３）の立入検査の強化につきましては、家

畜人工授精師を初めとして、畜産試験場、県立

農業大学校、家畜改良事業団など、県有種雄牛

、の凍結精液を扱うすべての事業所に対しまして

立入検査を実施することとしております。立入

検査に際しましては、家畜改良増殖法に基づく

検査に加えまして、需給管理システムで確認さ
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れた県有種雄牛凍結精液の利用状況を踏まえま

して、凍結精液や精液証明書の確認も行うこと

としております。その際には、地域の家畜改良

協会の立ち会いを求めることで、協会内部のコ

ンプライアンス体制の確立を図ってまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

これらの管理体制を円滑に推進するために、

（４）の需給管理システムの構築をすることと

しており、先ほど畜産課長が御説明しましたよ

うに、携帯端末とインターネット回線によりま

して、凍結精液の利用状況をリアルタイムで報

告できるようにしているところでございます。

３の今後のスケジュールでございますが、12

月中に関係機関に対しまして、宮崎県家畜人工

授精業務等適正実施要領の周知を図ることとし

ており、来年１月の施行を予定しておるところ

でございます。また、需給管理システムにつき

ましては、今後システムの開発を進めまして、

来年４月には新たな需給管理体制に移行するこ

ととしているところでございます。

畜産課は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしま○外山衛委員長

した。まず、議案第１号、第２号、第６号及び

第11号、また、損害賠償の報告事項についての

質疑をお願いしたいと思います。

説明資料の６ページ、青年等の就○十屋委員

農促進のための資金の貸し付けで、高鍋町と新

富町が追加ということなんですけれども、この

制度の中身について教えていただけますか。例

えばどの程度の貸し付けをするとか、具体的に

お願いします。

青年等の就農促進○山之内地域農業推進課長

のための資金の貸付け等に対する特別措置法で

ございますけれども、その法律に基づきまして

。就農支援資金というものを設置してございます

その内容でございますけれども、これは主に就

農準備資金と研修資金に分かれてございます。

。一番大きいものは就農施設等資金でございます

、 、就農施設等資金につきましては 資金の対象が

施設とか機械購入費、種苗費、肥料費、農薬費

等々でございまして、貸付限度額は、年齢が15

歳から40歳未満の方につきましては最高で3,700

万円ほど 青年以外の方については 40歳から65、 、

歳未満の方は最高2,700万というふうになってご

ざいます。償還期間は、据え置き５年で、12年

ということになってございます。以上でござい

ます。

これまでの実績等でお願いしたい○十屋委員

んです。仕組みとして、町村のほうに、お金の

流れも含めてどういうふうにお金が流れている

のかというのもあわせて。40歳から65歳ま

で2,700万、15歳から40歳未満までが3,700万、

５年の据え置き、12年償還で、例えば各市町村

のほうに県から流れていくのか。具体的に教え

てください。

資金の流れにつき○山之内地域農業推進課長

ましては、これは県からＪＡ等への転貸資金で

ございまして、ＪＡ等から各新規就農者に貸し

付けるというような形になってございます。こ

れまでの実績でございますけれども、平成12年

以降、平成20年度までの実績といたしまして

は、83件の７億7,755万6,000円となってござい

ます。以上でございます。

これは改めて新富町と高鍋町が入○十屋委員

るということですね ということは 今までやっ。 、

ていなかったということですか。それで市町村

のほうからも要請があって入れたということで

すか。

この事務につきま○山之内地域農業推進課長

して、ほかの市町村には、平成20年の４月、昨
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年４月に権限移譲したところでございます。こ

の準備作業を平成19年にやったところでござい

ますが、まず、総務部の行政経営課で全部の市

町村に、庁内のいろんな事務について市町村の

ほうで希望はありませんかというような要望調

査を実施いたしました。このとき、幾つかの市

から、この事務について、私どもの事務につき

まして移譲を希望したいというような回答がご

ざいました。私どもとしては、平成19年の10月

ごろだったかと思うんですが、文書によりまし

て全市町村に事前協議という形でお願いしたと

ころでございます。そうしたところ、高鍋町と

新富町につきましては、処理件数が少ないとい

うことで、希望しませんというような回答をい

ただいたところでございます。

今回につきましては、高鍋町、新富町につき

まして理解していただくように協議していたと

ころでございますけれども、就農計画の認定申

請がこれまでより増加したために、高鍋町、新

富町さんにおかれましても、権限移譲が必要だ

という認識をしていただいたところでございま

す。以上でございます。

最後に、この権限移譲の場合、１○十屋委員

。件につきどの程度事務費をお渡しするんですか

まず、この権限移○山之内地域農業推進課長

譲の事務をやるに際して準備交付金というもの

がございます。これについては初年度のみの交

、 。付でございますけれども 5,000円でございます

私どもの事務の場合、１件につきまして、これ

は標準単価ということで呼んでおりますけれど

も、これについては910円でございます。以上で

ございます。

よくわかりました。○十屋委員

漁港漁場整備課、９月議会では、○緒嶋委員

水産物供給基盤機能保全事業に6,000万、漁港環

境整備統合事業に１億2,000万補正しているわけ

ですね。今度は4,000万と1,200万減額だけど、

景気・雇用対策を減額して景気・雇用対策にな

るのか。65ページ。経済・雇用対策の実施に伴

。 。う補正と 減額して景気・雇用対策になるのか

、○山田漁港漁場整備課長 補正につきましては

増額補正を９月補正でお願いしたところでござ

いますけれども、そちらの事業につきましては

全額使うこととしております。今回、２番、３

番、４番で5,400万の減額をしておりますが、こ

れは、当初予算配分がありましたものについて

減額させていただいております。今回は、１番

の広域水産物供給基盤整備事業の中で、北浦の

岸壁改良につきまして8,000万円の増額でお願い

しているところでございます。以上でございま

す。

それでは内容を振りかえたという○緒嶋委員

ことですか。私が言うのは、景気・雇用対策の

実施に伴う補正ということで、これで景気対策

になるのかと聞いている。書いてあるから。

今回の事業につきま○山田漁港漁場整備課長

しては、8,000万の増額を国のほうに要望いたし

まして、それがついております。２、３、４に

つきましては、国のほうの内示の交付決定額の

減額というのをいただいておりましたので、今

回下げさせていただいたところでございます。

交付額の減額の原因は何ですか。○緒嶋委員

水産物供給基盤保全○山田漁港漁場整備課長

事業につきましては、北浦の保全工事につきま

して、工事の減額をいただいたものでございま

す。また、漁港環境整備統合事業につきまして

は、油津の海岸保全工事におきまして、当初、

階段護岸工事を行っておりましたけれども、こ

れが工事額がほぼ決まりましたので、その分、

減額をさせていただいております。
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油津の場合は、1,200万は工事の必○緒嶋委員

要性がなくなったから減額したわけですか。

、○山田漁港漁場整備課長 工事につきましては

当初の工事が完成したということで減額させて

いただいております。

、 、○緒嶋委員 私は 経済・雇用対策というのが

県のいろいろな見直しの中でこういうふうなも

のが出てきたんじゃないかということを考える

わけです。その影響はないということですか。

その影響はないとい○山田漁港漁場整備課長

うふうに考えております。

ないと言い切れるだけの自信があ○緒嶋委員

るのか。

当初予定しておりま○山田漁港漁場整備課長

した工事につきましては、本年度完成いたして

おりますので、工事関係につきましては、当初

予定どおり完成したというふうに考えておりま

す。

それなら、９月での補正とこの減○緒嶋委員

額の絡みというのは、９月は増額しておいて今

度は減額したというのは、見通しが甘かったと

いうことになるわけですか。

９月補正におきまし○山田漁港漁場整備課長

ては、例えば広域水産物供給基盤整備事業にお

きましては、川南の第２北防波堤の改良工事と

か油津の西突堤の改良工事ということで、箇所

が違うところで要求させていただいたところで

ございます。

予算的にはそういうような組み替○緒嶋委員

えを、箇所が違えば、県の予算内での調整じゃ

なくて一々このような予算調整をやるわけです

か。

今回の補正におきま○山田漁港漁場整備課長

しては、１の広域水産物供給基盤整備事業にお

きまして、北浦の岸壁改良の工事をお願いしま

した。当初予算及び補正予算でお願いしました

事業につきましては、箇所ごとに予算が決まっ

ておりましたので、今回整理させていただいた

ということで減額のお願いをしております。

ということは、同じ水産基盤整備○緒嶋委員

事業でも、それぞれ項目が違えば、一々予算内

部で調整するんじゃなくて、こういうような補

正の仕方をするということですね。

今回は、１次補正に○山田漁港漁場整備課長

おきまして、北浦の岸壁改良工事をお願いして

おります その事業費につきましても 今回8,000。 、

万の増額要求でございました。それ以外の事業

につきまして、事業費がほぼ確定したことに伴

いまして減額が見込まれるということで、8,000

万の要求とその減額を相殺いたしまして、今

回2,800万の増額をお願いする必要が出てきたと

いうことで、2,800万の増額補正を今回お願いし

ているところでございます。

それはわかるんだけど、９月補正○緒嶋委員

で増額して今度減額というのは、その間で調整

をしたということで、９月補正の段階での内容

の精査がうまくいかなかったので、今度は減額

にしたということですね。

そのとおりでござい○山田漁港漁場整備課長

ます。申しわけございません。

やはり書き方が、経済・雇用対策○緒嶋委員

実施に伴う補正というようなことで、減額も実

施に伴う補正になるのかと。経済対策なら、少

なくとも予算がふえなければ経済対策にならん

のじゃないかという意味があって。ここに書い

てあるから。

これにつきましては、○関屋農政水産部次長

、この中に１から４の事業がございますけれども

１の事業で8,200万の増額で来たんですけれど

も、その当時、この２から４の事業がほぼ事業
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確定しまして額が定まったものですから、増額

から、実際工事は予定どおり行われているわけ

ですけれども、その分を差し引きまして2,800万

ということで、この分が実質的な増額だという

ことで補正を上げさせていただいたということ

でございまして、予定どおり２から４について

は施工されているというふうに受け取っていた

だければありがたいと思います。

わかりました。項目が、経済・雇○緒嶋委員

用対策の実施に伴うというけど、これは実施に

なっているかと言いたいわけよ、私から見れ

ば。2,000万のあれで。

おっしゃるとおりなん○関屋農政水産部次長

ですが、結果的に2,800万の増額になったという

ことで、それの増額補正でお願いしたいという

ことでございます。

もう一つ。私はいつも思うんだけ○緒嶋委員

ど、損害賠償の額の決定に伴う、県有車両によ

る交通事故ですが、これは事故を起こした人の

。 。名前は出らんわけよ いつも相手方ばかり出る

これは内輪に甘いと言われるんじゃないか。普

通なら事故を起こした人が新聞では出る。相手

方、痛めつけられた人の名前は出るけど、事故

を起こした人の名前は出らんわけだ。これは県

民から見れば不公平じゃないか。そういう気が

するんだけど、これはどういう理由でこうなる

のかな。

資料11ページの損害賠償○上杉農政企画課長

額の話だと思いますけれども、ここに事故を起

こしたほうの職員の名前が出ていなくて、相手

方の被害者のほうの名前が出ているのは事実な

んですけれども、職員のほうの名前を過去出し

ていないという御指摘かと思います。その辺、

経緯が今この場でわかりませんので、確認をさ

せてもらいたいと思います。

少なくとも、新聞なんかは逆な形○緒嶋委員

で出るわけよな。やられたほうの人の名前が出

て、やった人の名前が出ないということは、不

公平じゃないかと。両方出さんならまだしも、

片一方だけ出す。県職員に甘いと見られてもし

ようがないんじゃないか。何でこういうことに

なるのかということです。法的にこうでないと

ならんという理由があるのかということ。

ちょっと時間をいただい○上杉農政企画課長

て調べさせていただきたいと思います。

関連で。県車両の損害賠償の○外山三博委員

件が出てきますので、私も確認というかよくわ

からないので。この内容を見ると、県有車両を

運転しておる人が左折をした。後ろから来る人

がそれに追突した。県有車両のほうは過失はな

いと思うんだけど。

これにつきましては、左○上杉農政企画課長

折をしようとしたときに後ろから来たバイクが

ぶつかったわけですけれども、県の車両の運転

手のほうが後方確認していなかったと、不十分

であったと。あともう一つ、運転していたほう

も前方不注意が一部あったということで、８対

２の過失割合が警察の捜査で確定をして、今回

損害賠償に至ったという状況でございます。

それから、賠償は全部保険で○外山三博委員

対応していますね。県費出しじゃない。それで

何でこれは損害賠償になるんですか。

御指摘のとおり、これは○上杉農政企画課長

全額、自賠責及び県が入っていた任意保険から

対応しておりますけれども、県のほうも掛金を

払っておりまして、もともと地方自治法のほう

に根拠規定がございますけれども、地方公共団

体が法律上その義務に属する損害賠償の額を定

める場合には、議会の議決を経なければならな

いと。その額が300万円を超えない場合は報告で
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済みますけれども、300万円を超えた場合には、

議会の議決を経なければならないというふうに

なっておりますので、今回ここで議案第11号と

して額の決定を出したというところでございま

す。

保険で対応しているから、実○外山三博委員

際県が300万を超えて出したわけじゃないよね。

それでもやっぱり損害賠償の対象になるんです

か。

県が全額300万円払ってい○上杉農政企画課長

るわけではなくて、おっしゃるとおり、保険か

ら出ておりますけれども、その前提として県が

やはり掛金として月々払っているものがあると

思いますので、県の支出ということでこういう

形で出したということでございます。

この損害賠償の額の決定につ○外山三博委員

いてという法第67号、公務上の事故の場合は、

さっき２対８と言われましたね、ぶつかったほ

うが８悪くて。

８対２で、県のほうが過○上杉農政企画課長

、 。失割合が８で ２のほうが相手方でございます

正式には裁判してみないとわ○外山三博委員

かりませんよね。常識的には、左に信号を出し

、 、て曲がるときに 後ろを確認するといったって

大体前を見ているわけだから、８対２で、追突

したほうが悪くないということ自体がよくわか

らないんだけど、そこ辺で、こういう決定をす

。 、 、るとき…… それじゃ 県有車両がゼロのとき

ゼロということもありますね、信号でとまって

おるときに追突をされたとか、そういうゼロの

ときは、公務上でも損害賠償の対象になるんで

すか、ならないんですか。

仮に、県のほうが過失割○上杉農政企画課長

合がゼロで全面的に相手が悪かった場合には、

今度は県のほうが向こうのほうに民事上の、例

えば車の後方がへこんだとか、そういった修理

をしないといけませんので、その場合は、県が

加害者のほうに民事上の損害賠償、相手方が保

険に入っておるでしょうから、そちらのほうで

請求をするということになります。

そうしますと、事故の割合が○外山三博委員

五分五分から四・六とかありますね。どういう

状況になったときにこの損害賠償、議会議決が

必要になるんですか。割合で。

県のほうの過失で、300万○上杉農政企画課長

円を超える場合には議会の議決を経ているとい

う形でございます。

金額じゃなくて、割合が何対○外山三博委員

何のとき。もちろん300万を超えるときでしょう

けれども。

議決を経なくてはいけな○上杉農政企画課長

い場合は、過失の割合は関係なくて、とにかく

県の責任の割合から算定された額が300万円を超

えたら、こういう形になるということでござい

ます。

じゃ、全然悪くなくても、300○外山三博委員

万を超える金額の事故だったらということです

か。

過失割合から求められる○上杉農政企画課長

県の支出が300万円を超えた場合には、こうした

。形で議会の議決を経るということでございます

それじゃ、1,000万とか2,000○外山三博委員

万のときに、3,000万としますか、そのとき１割

悪くても300万になりますね。それは損害賠償で

県が賠償責任を負うということになるわけです

か。

そういうことでございま○上杉農政企画課長

す。

、○鳥飼委員 ４ページの議案６号なんですけど

今回、事務処理の特例に関する条例というのが
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たくさん出ていまして、環境森林部もあって、

県の事務が非常に多い中でこう出てくるとわか

らないんですね。何のことかわからないという

のがありまして、農業協同組合法による事務と

いうことで、この改正の理由が、農事組合法人

の利便性の観点から云々ということで、今回、

市町村に移譲するということですけれども、具

体的に言うとどういうことなんでしょうか。

今回の条例改正に共通し○上杉農政企画課長

て当てはまる趣旨かと思うんですけれども、例

えばこの農事組合法人につきましては、設立す

る場合には届け出を、今、農業協同組合法に基

づいて県のほうにしておりますけれども、それ

を一番近い地元で受理できますと。または、農

事組合法人がいろいろ届け出、例えば役員とか

そういうものを届けるんですけれども そういっ、

たものをわざわざ県に出さなくても、身近な市

町村でできるということで、利便性があるとい

うことだと思います。

これまで、利便性の観点からこう○鳥飼委員

いうことをしてこなかったんだけど、今回こう

やるという理屈がよくわからんわけなんです。

具体的な事務としては、届け出の受理等ですか

ら、振興局にやっていた、市町村を抜きにやっ

ていた今までの事務というのは、現行事務はど

んなふうな流れになっていたんでしょうか。

今までは、市町村を通さ○上杉農政企画課長

ずに直接振興局を通じて出ていたということで

ございます。

受理しましたよというのは、本庁○鳥飼委員

までやって受理業務が終わるのか、振興局長の

ところで受理業務が終わるのかということなん

ですか。

振興局から本庁のほうに○上杉農政企画課長

回ってきた段階で受理が完了ということでござ

います。

。 、○鳥飼委員 わかりました わかりましたけど

改正の理由のところがうーんというような。ま

あ、よろしいです。

ちょっと教えてください。資料の○濵砂委員

見方。３ページなんですが、繰越明許費の11月

補正なんですけど、補正前と補正後の金額が変

わっていますね。これは補正の21年度歳出予算

課別集計表、２ページの表には出てきているん

ですか。

２ページに予算額が計上さ○西農村整備課長

れておりますけれども、その内数として繰り越

しをお願いしているものでございます。例えば

農村整備課で見ますと、21年度の補正前の額と

いうのが159億8,031万3,000円ございますけれど

も、そのうちの農村整備課分で10件の９億615万

を繰り越しをお願いしているというようなこと

でございます。

（ ）○濵砂委員 その下の債務負担行為 11月補正

の営農支援課はどこに出てきているんですか。

この債務負担行為につい○土屋営農支援課長

ては、左の表の中には出てきておりません。

11月補正と出ているのはどういう○濵砂委員

ことなんですか。

これは債務負担行為の増○土屋営農支援課長

額ということでございまして、３ページの下の

表の説明でございますけれども、農業経営基盤

強化資金につきましては、今年度、国の無利子

化措置の最終年であるということで、資金需要

が増加しているわけでございまして、それにつ

きまして、全体の融資額を８億円ほど拡大して

おりまして、これに伴う債務負担行為の限度額

が2,308万3,000円増加するということで、ここ

に書いているところでございます。

予算の動きがないということです○濵砂委員
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ね。

そうです。額の変更だけ○土屋営農支援課長

でございます。

ついでに、この債務負担行為の11○濵砂委員

月補正の分ですが、平成21年から47年、25～26

年のスパンなんですけど、これは農地取得か何

かですか。どういう資金なんですか。これは利

子補給か何かですか。

市町村に対する利子助成○土屋営農支援課長

補助でございます。

これは目的はどういう資金に使う○濵砂委員

んですか。

資金の使途につきまして○土屋営農支援課長

は、農地とか機械の取得、家畜の導入、長期運

転資金とか負債整理に使うことができます。

25年間ですね。これはほとんど今○濵砂委員

は保証協会にかけて、保証人等はとっていない

んですね。

株式会社日本政策金融公○土屋営農支援課長

庫の資金でございまして、転貸融資をした分だ

け保証をつけることができます。

転貸と直貸しと２種類あるんです○濵砂委員

か。

２種類ございます。○土屋営農支援課長

直貸しの分はどういう債務保証に○濵砂委員

なっているんですか。

、○土屋営農支援課長 直貸の分につきましては

債務保証はございません。

保証人ですか。何もない。○濵砂委員

これは物的な担保になり○土屋営農支援課長

ます。

その物的担保が、25年もすると全○濵砂委員

く担保価値がなくなるんですよ。そういうのが

あるもんですから、ちょっと気になったもんで

すから、聞いたんですけど、これは基本的には

物的担保だけで 個人の借り入れという形になっ、

、 。て 後の債務保証は何もないということですか

。○土屋営農支援課長 ちょっとお待ちください

先ほど緒嶋委員のほうか○上杉農政企画課長

ら、損害賠償の場合に、被害者の氏名のみが掲

載されていて、事故を起こした職員のほうが掲

載されていない理由について御質問がありまし

たけれども、これは農政水産部だけではなくて

県全体の方針でこうなっておるわけです。この

損害賠償につきましては、県に設置されており

ます審査会の審査を経て最終的に決まるわけで

す。その考え方としては、使用者である県と、

職員に対する使用者責任としての県がいるわけ

ですけれども、あくまでも県と相手方、被害者

との関係となっておりまして、そういう考え方

に基づいて、相手方につきましては、実際に支

出をすることになりますので、特定ということ

で名前を出しているわけですけれども、県のほ

うにつきましては、被用者ではなく、使用者た

る県という形で名前のほうは出していないとい

う考え方に全庁的になっているということでご

ざいます。

職員の皆さんを守るという意味合○緒嶋委員

いもあってそうされるんだけど、事故をやった

、 。人は 県としては処分の対象になるのかどうか

どうなるんですか、その辺は。

事故を起こした職員が懲○上杉農政企画課長

戒処分の対象になるかどうか。その事故の形態

とか過失によってさまざまであると思うんです

けれども、ただ、今回の事故に限らず、一般的

に職員の懲戒処分につきましては、よほどの重

大なもの、例えば懲戒免職とかそういうもので

ない限り、氏名等は県としては全庁的に公表は

していなくて、何々部のどういう職種とかそこ

までしか出していないところでございます。
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本質的には処分はないということ○緒嶋委員

ですか。

処分になることもありま○上杉農政企画課長

す。

その基準があるわけだな。なるこ○緒嶋委員

ともあるというのは。

どういう場合にどういう○上杉農政企画課長

懲戒処分、懲戒処分といっても免職とかいろい

ろあるかと思いますけれども、それは個々それ

ぞれの事案に応じて決まっているということで

ございます。

事故を起こした人は不可抗力もあ○緒嶋委員

るわけですね。それはやむを得んこともあるけ

ど、県が責任を持つからということである意味

じゃカモフラージュするというか、そういうこ

とが、本当にこれでいいのかなという思いがす

るわけです。不可抗力があるのは当然です。や

むを得んです。こういう事故も、後ろの人が悪

いと言えば後ろの人のほうが悪かったかもわか

らんという思いもわれわれはあるけど、結果と

すれば、こういう和解が成立すればやむを得ん

わけだけど、一般的に見たら、だれが事故を起

こしたかは関係ないから、その人は、自戒の念

というか、自分が悪かったという思いも表向き

にはわからんわけですね。だれがやったんだろ

うかと。新聞で見た場合には、場合によっては

出るときもある。だけど、金が伴う。自賠責と

いっても、県が保険を何百万、何千万かしらん

が、何千万でしょうが、この保険の金額はどれ

ぐらい掛けているんですか、県は。自賠責の保

険全体で。どれぐらい掛けているの。

、 、○上杉農政企画課長 今 手持ちの資料ですと

任意保険または自賠責のほうは県全体で掛けて

おりますので、今回のが幾らかというのはわか

らない状況でございます。

それは後で調べればわかることだ○緒嶋委員

から、調べて報告してください。そういうこと

をすれば、いずれにしても県は金を出しておる

ことは間違いないわけですね。保険でやりまし

たといっても、保険になるもとは県が掛けてお

るわけだから。自賠責でやったから県は何も痛

みませんということじゃないわけです。そうい

う認識で説明せにゃ、自賠責で払っております

と簡単に言うけど、そういうもんじゃないと。

そういう自覚を持って事故を起こさんようにせ

にゃいかんわけだから。こういうような形です

ることは、事故の防止に、部長が言われたよう

に厳しく注意しますとか何とか言うけど、だれ

、 。に注意したかわからんわけだ 我々から見れば

事故を起こした人もわからんわけだから。だか

ら、そういうことの形がいいのかと。やっぱり

ある程度オープンに、戒めの意味も含めて、そ

れは不可抗力もあります、それは不可抗力でし

たと言えばいいんです。そういうような思いを

みんな持って情報というのは提供する必要が今

ある。相手方の名前も出さにゃ、私は平等でい

、 、 、いと思うけど 相手方だけ出して 自分たちは

県有車両による事故ですというので終わってい

いのかという気がする。

今現在こういう形で県の○上杉農政企画課長

ほうの名前が出ていなくて、相手方の名前が出

ている理由につきましては、先ほど県全体の考

、え方として御説明したとおりでございますので

このような御指摘があったことは総務部のほう

に伝えたいと思います。

先ほどの濵砂委員の御質○土屋営農支援課長

問についてですけれども、基本的に、有担保有

保証ということで物的な担保をとっておるんで

すけれども、連帯保証人をとる場合もございま

して、それはケース・バイ・ケースということ
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で対応しているところでございます。

細かくなるから最後にしますけ○濵砂委員

ど 25年ぐらいでしょう 期間が 保証人といっ、 、 。

ても、死にますよ。農業機械も林業機械もそう

なんですが、５年、10年のスパンで資金を貸し

て、県のを直貸しで貸している部分があるんで

す。そういったものも、延滞がずっと来て20年

ぐらいになる。それでも回収ができない。保証

。 。人も死んでいる 物もないという状況なんです

だから、農業機械とか機械等については、保証

人をとるなら、それなりにしっかりしていない

と、今、保証人という世界は余りないようです

、 。 。よ 調べてみますと 直貸しをするならですよ

転貸保証つきなら、それはいいと思うんです。

何かありましたら。

直貸の場合は、ほとんど○土屋営農支援課長

の場合が法人になっておりまして、農協とつき

合いのある個人については、転貸ということで

。機関保証がついているという状況でございます

次に、その他の報告事項につ○外山衛委員長

いての質疑がございましたら、お願いします。

農産園芸課長、この戸別所得補償○緒嶋委員

制度、ちょっと言葉が悪いかもしれんけど、宮

崎県にとっては余りメリットがない。今までと

変わらんのじゃないか。逆に生産費は宮崎県の

ほうがいろいろかかるし、野菜等についてはま

だそういういろいろな話も進んでいないという

ことであれば、宮崎県全体から見た場合は、こ

の制度をどう評価すればいいか。

この制度全体で見たとき○郡司農産園芸課長

には、先ほどちょっと申し上げましたが、米の

戸別所得補償モデル事業、これは生産費を基準

に補償水準が算定されるということで、農家所

得の再生産を確保するという上では、一定の評

価はできるのではないかと考えております。数

字を申し上げると、定額部分ということで、先

ほど、生産費から販売価格を引いたものが交付

されるということを申しました。これがどのぐ

らいの額かということについて、国が今言って

いないので定かには言えないんですけれども、

対象となる面積から換算して、新聞で当初あっ

たように、10アール当たり１万円程度出るとす

ると、ここで15億程度。これが２万円出るとい

うことになると、30億円という額が新たに来る

ということで、その点については、県に来る額

自体はかなり多くなるんだろうと思いますが、

御承知のとおり、今、財務省と農水省のほうで

財源確保の問題でいろいろ議論がされている中

で、どの水準で補償の単価が来るのかよくわか

らないといったあたりが非常に難しいというこ

とと、御指摘のように、生産費がうちの県の場

合は多いわけですが、問題意識として申し上げ

ましたように、生産費補償という割にはそこま

でいかないということで問題意識は持っていま

すが、先ほど申し上げたような試算の額になり

ますけど、そういう額が来るという意味におい

ては、一定の評価はできるんだろうと思ってい

るところです。

もう一つ、今まで転作の事業として産地づく

り交付金という形で来たものについて、額的に

はほぼ同額が来るのではないかと思われますけ

れども、うちの県で転作作物の重要な柱になっ

ています野菜が対象となるのかどうかよくわか

らないというところで、その他作物の中で読む

んだという方もおられるんですけれども、今現

在よくわからないというところで非常に不安が

あるということと、もう一つ申し上げました、

団地化加算というふうなことで加算助成をやっ

ていた地域では、今までつくっていた品目をそ

のままつくると交付金が減ってしまうというこ
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と、それと、長年話し合いの中でブロックロー

テーション等やってきた地域がうまくいかなく

なるんじゃないかというふうな懸念があると。

いい面、悪い面あるんですけれども、一番私

どもが現場に対して説明するのに苦慮している

のは、政策そのものは示されているんですが、

こういう政策を通じて日本の稲作をどうするの

か、その担い手をどのようなものと定めるのか

というあたりの議論が、オープンになかなかさ

れていないと。これで非常に現場は苦慮してい

るというのが素直なところかなと思っておると

ころです。

これはモデルだから。宮崎県の場○緒嶋委員

合は畜産なんかが主流なわけですね。全体的な

ものをすると１兆円以上要るだろうと言われて

おるわけで、そういうものが全部そろわなけれ

ば、このモデルだけでは宮崎県のメリットとい

うのは、ちょっと言われたけど、そう大きな、

これがいいというところまではなかなかいかん

のじゃないか。特に、作物の種類にしても、宮

崎県は生産量もほとんどないわけです。米粉と

か、飼料用、バイオ燃料用とか。こういうこと

を考えた場合には、うまくモデルが、１年でモ

デルが終わるのか、このとおりになるのかわか

りませんが、全体のビジョンが見えなければ、

これだけでは余り効果はないんじゃないかと私

は思うんです。

御指摘のとおりだと思い○郡司農産園芸課長

ます。米だけを今回モデルということでスター

トするわけですけれども、我が県では、転作奨

励金、助成金を活用しながら、いち早く農業経

、 、営の構造転換に取り組んだ結果 米と園芸作物

畜産を組み合わせた複合経営というのが主流に

なっております。そういう意味で高い生産力水

準にあるんですけれども、そういう意味から言

いますと、今後とも安定的な農業所得を農家が

確保していくためには、米だけではなくて、う

ちの県からいうと、野菜とか畜産も含めて、早

急に価格変動に対応した所得補償制度を講じる

ことが重要であろうと。ここの点についても、

国に対しては、今回はモデルですけれども、我

が県としては強く意見を述べていく必要がある

と、そんなふうに考えております。

今の関連ですけれども、今、土地○十屋委員

をだれかに貸していて、この制度が入ってきた

と。じゃ、米を今度は自分でつくろうかという

ようなことが、きょうの新聞に載っていました

けど、そういう場合は、こういう補助といいま

すか、所得補償をもらうがためにといったら失

礼ですけど、そういうほうに転換していく。今

までやってこられた集落営農とかそういうほう

に組織をつくろうとしているのに、それができ

づらくなると。こういう場合は、県の政策とし

ては、これから農政を進めていく上でなかなか

難しい、説得力がなくなるんじゃないかという

思いもするんです。先ほど課長が言われたよう

に、国のほうに対してもっと地域の実情を、こ

ういう農業政策のですよ。今やろうとしている

ことと全く逆の方向に動く可能性があるので、

そうなった場合は、県の農政としては苦労する

のかなというふうに見ているんです。たられば

じゃいけないんですけど、その方向性が強いと

思うので、今後は、県の農政の進む方向性とい

うのを考えなきゃいけないですね。大きく転換

しなきゃ。これが畜産やいろんなものに波及し

ていくんだったら、複合的にいけばというのも

あるんでしょうけど、今後そういう方向に進む

懸念がある場合はどうすると聞いても、まだ先

が見えないからわからないんですかね、そのあ

たりは。



- 41 -

一番危惧しているところ○郡司農産園芸課長

がそのようなことで、きょうの新聞で見られた

とおりのようなことが現実に現場で起こるとい

うことになると、これまで構造改革というよう

なことで進めてきた、特に集落営農に支障があ

るということが考えられます。将来の稲作の担

い手像というものを考えたり、地域農業の姿、

我々の県のように、水稲をベースに、畜産であ

るとか園芸を一生懸命やってきた県において、

その方向を大きくこの政策で変えることが正し

いのかどうか、この議論は十分しないといけな

いと思っております。集落営農についても国に

意見を申し上げておりますが、国からも、この

集落営農、集団的な取り組みを阻害しないため

の工夫についてということで、議論はしますよ

というふうなペーパーはいただいているんです

けれども、今現在、具体的にどうするというと

ころまでは明確にいただいていないということ

です。ただ、我々、生産者に近いところにおる

立場の者は、現場でどんなことが起こっている

のか、このことをしっかり中央には伝えていく

必要があると、そんなふうに思います。

では、その他でございました○外山衛委員長

ら。

木質ペレット、施設園芸で去○外山三博委員

年、国富でモデルでやっていますね。その後、

ことしにかけてこれを使っておる施設園芸はど

のくらいになりましたか。

木質ペレットの関係でご○郡司農産園芸課長

ざいます。昨年までの導入状況で、今、御指摘

のありました国富に２台入っております。ほか

に、日南、串間のほうに入って、計７台入って

いるのが昨年の状況です。ことしになって、小

、林のほうに１台モデル的に入れるということで

私どもの事業で対応するということになってお

ります。

非常に少ないですね。伸びな○外山三博委員

い理由が、油が安くなってきたというのもある

んでしょうか。一番大きいのは、ボイラーの価

、 。格が 石油ボイラーとすると倍ぐらいしますね

午前中の環境森林部でも同じことを聞いたんで

すが、林務のほうで木質ペレットをつくる会社

に補助事業をやっているんです。つくるほうだ

け補助事業でつくっていっても肝心のボイラー

が普及しなければ生きてこない。このボイラー

をもう少し安くするか、補助事業に乗せるか、

そういうことを何かやっておられますか。

今回の事業も県の補助事○郡司農産園芸課長

業で３分の１補助いたしまして、小林市が地元

で負担をいたしまして、現実的には37％、ほぼ

重油の暖房機と同じぐらいの値段にしておりま

す それと ９月補正で グリーンニューディー。 、 、

ル基金を活用した事業として新たな事業を実施

しておりまして、国が２分の１助成した後の３

分の１を助成するということで、今、350万円程

度でございますので、３分の２助成するとほぼ

一般の重油の加温機と同じ値段になると。ここ

はそんなふうな助成事業をもって普及しやすく

しているんですが、おっしゃるように、重油価

格が去年のような状況ではない。70円ちょっと

切ったところで移行している中で、急激に需要

が伸びるという状況にはないという状況です。

重油ボイラーも、新設する場○外山三博委員

合 補助がつけば 今の補助のついた木質ペレッ、 、

トのボイラーよりも安く入りますね。だから、

もう少し安くなるというか、最初の単価は350万

ぐらいでしょう。これが量が出れば安くなるん

ですね。これから農業も、環境の問題を考える

と、油をたく農業から脱油。だから、ここのと

ころは県の政策の大きな柱として環境対策とい
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う面からも力を入れて取り組むべきだろうと思

うんです。一生懸命やっておるけどなかなか伸

びないというのは、それなりのＰＲの仕方や、

取り組みや、いろんな要素があると思うんです

が、来年に向かって、新年度、来年度予算に向

かって一段の取り組みを要望しておきます。

その他ございますか。○外山衛委員長

仕分け委員会で、農道が廃止と。○緒嶋委員

縮小じゃない、廃止と。廃止の理由が、ほかの

方法でやるとか、もう必要がないからというこ

とでありますけれども、宮崎県もまだ14本ぐら

い施工中。そのほか、希望もかなりあるという

ふうに伺っておるわけです。債務負担行為で次

年度以降の計画のあるものもあるわけですが、

廃止になった場合に、なっちゃ困るわけですけ

れども、なった場合には対応の仕方が何かあり

ますか。

廃止にならないように、今○西農村整備課長

のところ、国の動向等も踏まえて対応していき

たいと考えておりますけれども、具体的には、

県単事業ということになると、かなりまだ事業

費等も残っておりますので、なかなか難しい面

がございます。工期が遅延するということも考

えられますし、予算対応も厳しいことになるん

じゃないかというふうに考えております。

ちょっと乱暴な仕分けが、農村の○緒嶋委員

実態というか、そういうことを全然わかってい

ない人が仕分けしておるようなことですね。こ

れについては、予算がどういう形で編成され、

農道予算がどうなるかわかりませんけれども、

大変なことだろうというふうに思うわけです。

少なくとも、計画されたもの、そのほかいろい

ろな要件に合致してつくられる予定のものをや

めるなんのいうことは、政権がかわっても、事

業というか、そういう一つの国家約束、国家の

認可も受けてやる事業をやめますと、八ツ場ダ

ムと同じような手法みたいなことで、みんなの

理解を得られてやめるならいいけど、問答無用

みたいなことで切られるということ自体が、民

主主義の世の中かなという気も逆にするんです

けれども、次長は農水省からおいでですが、何

かコメントがありますか。

今回の仕分けで農道は○原川農政水産部次長

廃止というふうになったんですけれども、仕分

けの第１グループのところでやられていて、メ

ンバーを見ても、東京の大学の経済、経営、財

政の方、証券会社の方、また、地方自治体では

４名ほど入られていますけれども、すべて神奈

川県ですね、厚木市とかそういう方で。食料自

給率が３％しかない県の方が何が農業がわかる

のかということはあります。どっちにしても宮

崎は農業は大事ですし、後の財源の話も何もな

い中で、そういう議論はまさに無謀だと思って

いますので、どちらにしても、今言えるのは、

、大臣が当然この廃止に対しては異議を申されて

うまく農業者の声が伝わるように我々も頑張っ

ていくというところが、今の我々がやるべきこ

とだと思っています。

廃止では困るわけですので、我々○緒嶋委員

も、あす、委員長の計らいもあって現地を見よ

うと。そして、我々も実感として、私は大体わ

かっておりますけれども、皆さん、そういう現

地を見ることによってやはり重要性も理解して

もらおうと。また、そういうことを踏まえて、

我々も意見書まで提出をする必要があるという

ふうに考えておりますので、今後とも農政水産

部一体となって、我々もですが、そういうこと

にならんように努力していただきますよう、要

望しておきます。

暫時休憩します。○外山衛委員長
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午後２時50分休憩

午後２時54分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

以上をもちまして農政水産部を終了いたしま

す。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩

午後２時57分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

まず、採決についてですが、委員会最終日に

行うことになっておりますので、明日の13時30

、 。分にしたいと思いますが よろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのように決定をいた○外山衛委員長

します。

その他何かございますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、明日の現地調査は、９○外山衛委員長

時半に当議会を出発いたしますので、よろしく

お願いいたします。

。以上をもちまして本日の委員会を終わります

お疲れさまでした。

午後２時58分散会
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平成21年12月８日（火曜日）

午後１時32分再開

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 外 山 三 博

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

委 員 河 野 哲 也

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

まず、議案の採決を行います。議案の採決に

、 、つきましては 議案ごとがよろしいでしょうか

一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決をい○外山衛委員長

たします。

議案第１号、第２号、第６号及び第11号につ

いて、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。よっ○外山衛委員長

て、議案第１号、第２号、第６号及び第11号に

ついては、原案のとおり可決すべきものと決定

をいたしました。

暫時休憩をいたします。

午後１時32分休憩

午後２時12分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

まず、意見書についてであります。

お諮りいたします。

「森林・林業・木材産業の活性化政策の推進

による持続可能な森林経営の実現を求める意見

書 （案）につきましては、案文のとおりとし、」

当委員会発議とすることに御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたしたい○外山衛委員長

と思います。

続きまして、お諮りいたします。

「農道整備の継続的な実施と予算確保に関す

る意見書 （案）につきましては、案文のとおり」

とし、当委員会発議とすることに御異議ござい

ませんか。

文章の部分で 「農業が基幹産業で○河野委員 、

あり、農道の整備がおくれている本県」のつな

ぎの部分で 「農業が基幹産業であるにもかかわ、

らず」とか 「ありながら」とか、強調する表現、

にしたほうがいいのではないかと思います。

そのほかございますでしょう○外山衛委員長

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、お諮りいたします。○外山衛委員長

農道整備の継続的な実施と予算確保に関する

意見書につきましては、河野委員の御指摘のと

おり、一部修正をした上で、当委員会発議とす

ることに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
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では、そのように決定をいた○外山衛委員長

します。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「環境対策及び農林漁業振興対策に関する調

査」につきましては、引き続き閉会中の継続審

査といたしたいと思いますが、御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、こ○外山衛委員長

の旨議長に申し出ることといたします。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目として特に御要望等がござい

ますでしょうか。

暫時休憩をいたします。

午後２時18分休憩

午後２時20分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

委員長報告につきましては、ただいまの意見

等を参考にしながら、正副委員長に御一任いた

だくことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたし○外山衛委員長

ます。

暫時休憩をいたします。

午後２時21分休憩

午後２時24分再開

委員会を再開いたします。○外山衛委員長

１月27日の閉会中の委員会につきましては、

開催をすることとし、内容につきましては、た

だいま休憩中の協議のとおりとすることで御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○外山衛委員長 では そのようにいたします

その他で何かございますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上で委員会を終了い○外山衛委員長

たします。お疲れさまでございました。

午後２時25分閉会




